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【様式３】 

「道路政策の質の向上に資する技術研究開発」（平成２４年度採択） 

研 究 概 要 

番号 研究課題名 研究代表者 

No.22-○ 道路資本の市町村別ストック推計に関する研究開発 筑波大学 教授 堤 盛人 

 
 
道路を始めとした社会資本の現状や投資の効率性をより適切に把握するため、ストック額を市

町村別に推計する方法論の開発を研究目的として、物量ストックに基づいた資本ストック額の推

計を実施する研究開発。 

 
１．研究の背景・目的（研究開始当初の背景・動機、目標等） 

 財政難の下で社会資本への投資額が減少する中、社会資本への投資の意思決定に際しては、投

資の効率性や地域間配分の公平性をこれまで以上に吟味することが求められている。社会資本の

経済的な効率性の検証として代表的な方法の一つは、計量経済学の手法を用いた生産性分析であ

る。生産性分析の基礎となる我が国の社会資本ストックに関するデータは、国全体あるいは都道

府県別に内閣府やその他の研究機関によって継続的に整備されてきたが、都道府県よりも細かい

市町村単位での推計は皆無に近いため、生産性分析も都道府県単位での分析に留めざるを得ない。 
本研究開発では、我が国における市町村を単位とした社会資本ストックの推計に資することを

最終的な目的として、新たな道路資本ストック推計の方法の提案とその適用可能性の検討を行う

とともに、道路資本ストックを変数とした経済分析を通じて、開発した方法の利点を確認する。 

 
２．研究内容（研究の方法・項目等） 

 社会資本ストック額の推計方法としては、表―１に示す３つの方法が代表的である。 
表－1 社会資本ストック額推計の代表的な方法 

  
PI（：Perpetual Inventory  

恒久棚卸）法 

BY（：Benchmark Year 

基準年次）法 

PS（：Physical Stock Value 

物量的ストック）法 
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K：粗資本ストック，I ：新

設改良費，R：除却額，t：当

該年度，b：基準年度 

物量的資本ストック系列に

基準年次の単価を乗じる 

  
j

jtjtt PQK  

K：資本ストック，Q_jt： j

財の t 年度における物理的

存在量，P
jt
：j 財の t 年度に

おける単価， t：当該年度，

j：財の種類 

課題 
長期（耐用年数分）の投資

額データが間断なく必要 

ストックの初期値とそれ以

降の投資額データが必要 

物量や単価に関する詳細な

データを得るためには非常

に多くの労力を要する 

適用事例 
日本：部門別インフラなど 

米国・カナダ：道路・総イ

ンフラ 

日本・韓国で数例程度 ほとんど無い 

本研究での

位置づけ 
当初の申請時において、適用を想定していた手法 

当初計画では想定になかっ

たが審査意見を踏まえ適用 

 本研究開発では、茨城県内の道路を対象として、維持管理や更新など道路管理の実態が適切に

反映されたストック推計額モデルの開発を目標に、BY法の適用と併せ、PS法の適用可能性につい

て、モデル構築と推計結果の妥当性の両面から検討を行った。さらに、応用一般均衡モデルを空

間的に拡張し、市区町村単位の詳細な地域経済分析が可能な空間的応用一般均衡モデルを作成し、

道路資本ストック額を入力変数とした経済分析を行った。 
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３．研究成果（図表・写真等を活用し分かりやすく記述） 

BY 法の適用に関しては、『行政投資実績』に代えて『道路統計年報』を用いることで、新規投

資と修繕投資の区別と、対象地域の実態に即した用地費率の適用が可能性となることが示された。 

次に、PS 法を用いたストック額推計の適用可能性を明らかにするため、茨城県内道路を対象に、

まず道路の現況と道路情報の整備実態を調査し、現時点では、道路情報が、精緻なストック額推

計に即活用できる状態で管理されているとは言い難い実態を確認することが出来た。 

それに対し、表 2 に示すように、様々なデータを用いて、直轄国道，県管理道，市町村道とい

った、道路管理主体ごと PS 法によるストック額推計の適用方法を示し、実際の推計や投資額に

基づく手法によるストック額との比較等により、適用可能性と、物量に基づく手法、投資額に基

づく手法両手法の特徴を定量的に考察した。 

表-2  PS法を適用する際に本研究で用いたデータの一覧 

  直轄国道 市町村道 県管理道路 

物量 延長 DRM 道路台帳調書 DRM 

幅員 DRM 道路台帳調書 道路台帳図 

橋梁 MICHI 橋梁台帳 橋梁台帳 

トンネル ―――（今回は対象外） トンネル台帳 トンネル台帳 

供用開始年 事業年報 道路台帳調書 道路台帳図，茨城県報，路

線認定調書 

単価 東洋大 PPP 研究センター 東洋大 PPP 研究センター， 

東京都，総務省，国総研 

東洋大 PPP 研究センター， 

東京都，総務省，国総研 

耐用年数 根本(2011) 財務省法令，総務省 総務省 

デフレータ 建設工事費デフレータ 建設工事費デフレータ 建設工事費デフレータ 

 さらに、応用一般均衡モデルを空間的に拡張し、市区町村単位の詳細な地域経済分析が可能な

空間的応用一般均衡モデルを作成し、道路資本ストック毀損による付加価値額への影響、負の便

益計測を行った。 

 

４．主な発表論文（研究代表者はゴシック、研究分担者は下線） 

堤盛人・山木浩平・嶋田章：「茨城県を対象とした市町村別道路資本ストック推計の新たな試み」，

『土木計画学研究・講演集』，Vol.47，(CD-ROM  講演番号：419)，2013. 

 大原明彦・堤盛人・野田 昭彦 ・絹川 善明・新井 千乃：「自治体管理道路における公共施設マ

ネジメントの GIS を活用した支援システム」，『土木計画学研究・講演集』，Vol.51，(CD-ROM 講

演番号：135)，2015. 

 

５．今後の展望（研究成果の活用や発展性、今後の課題等） 
 特に単価の設定は PS 法によるストック額推計において影響が大きい。道路の劣化状況等を反映

した単価設定や償却方法の検討などの精緻化の余地が残されている。ただし、実際には、路線や

区間ごとに詳細な単価設定を行うことは、現時点での道路情報の整備状況では困難である。全道

路を対象に PS 法を用いて行うのではなく、場合によっては投資額に基づく手法を併用するハイブ

リット型の推計手法の開発は一つの方向性として考えられる。資産価値を大きく左右する自動車

交通量や、維持管理や更新費用と道路管理の状態を適切にストック推計に反映させるためには、

GIS 上での一元管理の可能性と実際の現場での情報管理方策の検討が不可欠である。 

 

６．道路政策の質の向上への寄与（研究成果の実務への反映見込み等） 
４．に示すとおり、既に本研究の成果は、総務省を中心として現在各自治体において

導入が進められている公共施設マネジメントへの応用可能であると示唆されている。加

えて、国土交通省が地方公共団体に対して策定要請のあったインフラ長寿命化基本計画

に基づく行動計画の策定支援などへ活用も考えられる。 
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第１章 序論 

 

 

 

 

1.1 社会資本ストック推計の意義 

 

(1)   社会資本ストックを取り巻く環境 

 財政難の下で社会資本への投資額が減少す

る中，社会資本への投資の意思決定に際しては，

投資の効率性や地域間配分の公平性をこれま

で以上に吟味することが求められている．社会

資本の経済的な効率性を検証する方法として，

計量経済学の分野では生産性分析が広く用い

られてきた．我が国でその先駆けとなったのは

岩本(1990) 1) や浅子・坂本(1993) 2) であり，こ

れらの分析では，社会資本を生産要素の一つと

とらえて生産関数に組み込み，民間資本や労働

力など他の要素とともに生産にどの程度貢献

しているかを推定している．  

 生産性分析の基礎となる我が国の社会資本

ストックに関するデータは，国全体あるいは都

道府県別に内閣府やその他の研究機関により

継続的に整備されてきた．平成24年秋に内閣府

から推計された『日本の社会資本2012』3) によ

れば，我が国の2009年時点における社会資本の

純資本ストック額（経年による減価を控除した

残存価値）は四百兆円前後であり，そのうち道

路は3分の1程度の百数十兆円を占める．生産性

分析での地域区分については，例えば金本・徳

岡(2002) 4) では，地域の経済をより的確に捉え

るためには都道府県ではなく都市圏という単

位での分析が必要であると指摘しているもの

の，社会資本ストックに関しては，都道府県よ

りも細かい市町村単位という地域の区分での

公的統計は存在せず，学術研究においても，来

間・大河原(2001) 5) や唐木ら(2006) 6) に限られ

ている． 

また，2011年3月11日に発生した東日本大震災

のように，広域に及ぶ激甚な災害での社会資本

の被害状況を迅速に把握することの重要性を

再認識させられたが，現時点で比較的整備され

ている都道府県別の社会資本ストックデータ

のみでは，同震災のように沿岸部と内陸部とで

被害状況が大きく異なる場合に正確な被害額

推計ができるか，大いに疑問が残ると言わざる

を得ない．こうした観点からも，都道府県より

も細かな地域区分でのストック推計データの

整備が急務であると考える． 

 

 

(2)  社会資本ストック推計の意義 

我が国の経済状況を顧みると，長期的な財政

赤字から財政支出の増加が厳しい状況にある．

中央政権が財政難に苦しむ中での地方分権の

動きから，今後は地方のより狭い行政区分まで

その範囲を絞った生産性分析を行うことは必

須であり，それらを明らかにするためには市長

村単位でどの程度道路資本が蓄積されている

かを精緻な分析によって定量的に示す必要性

がある．また，これらのストック推計により求

められた資産評価額は各公的事業体において

導入が進められる公会計制度での利用に活用

できるものと考えられ，公的資本に民間資本を

介 入 さ せ る PFI(Private Finance Initiative) や

PPP(Public Private Partnership)の動向を見ても，

道路をはじめとした社会資本を定量的に評価

することは重要であると考えられる． 

そこで本研究では，茨城県の道路資本を対象

として，市町村別のストック推計を試みる． 

財政難の下で社会資本への投資額が減少す

る中，社会資本への投資の意思決定に際しては，

投資の効率性や地域間配分の公平性をこれま

で以上に吟味することが求められている．社会

資本の経済的な効率性を検証する方法として，
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計量経済学の分野では生産性分析が広く用い

られてきた．我が国でその先駆けとなったのは

岩本(1990) 1) や浅子・坂本(1993) 2) であり，こ

れらの分析では，社会資本を生産要素の一つと

とらえて生産関数に組み込み，民間資本や労働

力など他の要素とともに生産にどの程度貢献

しているかを推定している．  

 生産性分析の基礎となる我が国の社会資本

ストックに関するデータは，国全体あるいは都

道府県別に内閣府やその他の研究機関により

継続的に整備されてきた．平成24年秋に内閣府

から推計された「日本の社会資本2012」3) によ

れば，我が国の2009年時点における社会資本の

純資本ストック額（経年による減価を控除した

残存価値）は四百兆円前後であり，そのうち道

路は3分の1程度の百数十兆円を占める．生産性

分析での地域区分については，例えば金本・徳

岡(2002) 4) では，地域の経済をより的確に捉え

るためには都道府県ではなく都市圏という単

位での分析が必要であると指摘しているもの

の，社会資本ストックに関しては，都道府県よ

りも細かい市町村単位という地域の区分での

公的統計は存在せず，学術研究においても，来

間・大河原(2001) 5) や唐木ら(2006) 6) に限られ

ている． 

また，2011年3月11日に発生した東日本大震災

のように，広域に及ぶ激甚な災害での社会資本

の被害状況を迅速に把握することの重要性を

再認識させられたが，現時点で比較的整備され

ている都道府県別の社会資本ストックデータ

のみでは，同震災のように沿岸部と内陸部とで

被害状況が大きく異なる場合に正確な被害額

推計ができるか，大いに疑問が残ると言わざる

を得ない．こうした観点からも，都道府県より

も細かな地域区分でのストック推計データの

整備が急務であると考える． 

 

1.2 社会資本ストック推計に関する既存研究 

内閣府は前身である経済企画庁時代から我

が国の，道路をはじめ港湾や上下水道といった

17 部門の社会資本のストック推計を行ってい

る．直接推計でストック推計である『国富調査』

を先進的に行い，現在では『日本の社会資本』

として間接推計によって 5 年ごとにストックの

推計の結果を発表している．『日本の社会資本』

内では，各社会資本の推計結果の数値のみでな

く，デフレータ調整方式によって再調達原価に

よる現在価値としてのストック結果を行って

いるため，各種デフレータの数値が公表されて

いるほか，減価償却の数値や手法および資本の

耐用年数に至るまでの数値を知ることができ

る．推計は『日本の社会資本 2007』内閣府政

策統括官（2007）7)では 2003 年時点でのストッ

ク額，『日本の社会資本 2012』内閣府政策統括

官（2012）3)では 2009 年時点でのストック推計

の結果が分野ごとに公表され，前章でも述べた

ように内閣府政策統括官（2012）3)では先進的

に異なる減価償却の手法を用いてストック推

計を行っている．各社会資本推計の期間は 1953

年から 2003 年および 2009 年までである． 

 道路資本は1906年から名目投資額の整備が

行われていたため長期間の投資額の算定がで

きることを踏まえ，間接推計法の一つであるPI

法によってストック推計をおこなっているこ

とが特徴として挙げられる．その推計の地理的

区分は都道府県単位までとなっている．また，

直接推計に関しては賃貸公共住宅にのみPS法

による物量単位での推計を行っている． 

宮良・福重（2005）8)は先行研究において，

社会資本に関しては純資本ストックによる推

計が行われているが，民間資本では粗資本スト

ックによる推計がほとんどであることを指摘

し，社会資本・民間資本の両資本で統一的な手

法を用いて 1960 年度から 1997 年度までの純資

本ストックの推計している．道路をはじめとし

た社会資本に当たっては基準年からの投資額

の積み上げで資本を測定するBY法を 1960年の

『国富調査』の結果をベンチマークに行ってお

り，道路資本に関しても BY 法による推計を行

っている．地理的区分は一国のストック推計結

果を算出したうえで都道府県別，資本の部門別

の契約ベースによる建設事業費の指標によっ

て都道府県別に按分しており，内閣府統括官同

様，都道府県単位でのストック推計を行ってい

る．減価償却に関しては償却手法の 1 つである

定率法を用いており，本論文では減価償却率を

減耗率とし，1960 年と 1970 年の『国富調査』

の結果から道路資本の減耗率を算定している．

なお，この推計データは同論文の著者の一人で

ある大阪大学大学院経済学研究科の福重元嗣

教授に連絡を取ることで入手可能であり，嶋田

（2012）9)の推計によって事前入手されていた

ため本研究でも利用している． 

西村・宮崎(2012)10)は社会資本ストックの維

持管理費の将来推計の試みの一環として一国

単位での社会資本ストックの推計を行ってい

る．道路資本に関して本論文では，名目投資額

を後述の『道路統計年報』内収録の投資額デー

タを基に算出し，PI 法によってストックを推計

している．『道路統計年報』収録の投資額の定
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義である，「道路改良」「橋梁整備」「舗装新設」

「調査」の合計である「建設的経費」と災害復

旧にかかる費用である「災害復旧費」の和を新

設改良費として積み上げて推計している．また，

『道路統計年報』収録の建設的経費のデータは

道路公団関係費における新設改良費を含んで

いることから，道路公団民営化以降の投資額と

の整合性を図る目的で，建設的経費に占める道

路公団分の割合を新設改良費からのぞくこと

で 1956 年から 2008 年までのストック推計を行

うことで 2049 年までの将来的な粗資本ストッ

クの積み上がりを予測している．金額の実質化

のためのデフレータは『日本の社会資本 2007』

の数値を用い，推計を行っている． 

 財団法人電力中央研究所社会経済研究所で

は，地域経済モデルの開発のため，研究の基礎

となる経済データの整備の一環として資本ス

トック推計を行っている．ストックの分野とし

ては製造業・社会資本の両資本のストック推計

を行っており，社会資本は農林水産基盤．産業

基盤，運輸・通信基盤，生活基盤の4分野を推

計している．道路資本は産業基盤の一つとして

推計されており，1960年の『国富調査』をベン

チマークとして，各年の投資額を『県民経済計

算年報』（経済企画庁，内閣府）で算出される

公的資本形成額を，『公共工事着工統計年度報』

（建設省，国土交通省）収録の部門別契約ベー

スによる事業費で積み上げるBY法を用いて推

計している．2009年に更新された同研究所の推

計では，推計対象の期間を1980年から2006年ま

で行っているが，減価償却は考慮せず粗資本ス

トックの推計を行っている． 

来間・大河原（2001）5)では，金本・徳岡（2002）

で提唱された都市雇用圏（Urban Employment 

Area）ごとの社会資本ストックの推計が行われ

ている．本論文発表の期間，来間氏は東京大学

空間情報科学研究センターの研究員を務めて

おり，同センターでは 1980 年から 1995 年まで

の 5 年間隔で都道府県別のストックデータを雇

用圏別の常住人口や生産額等のデータを作成

している．これらのデータを作成する過程で，

電力中央研究所社会経済研究所の前身研究で

ある大河原・山野・Kim(2001)11)推計の道路資本

ストック量を国道や県道，市町村道といった道

路区分に応じて雇用圏の製造業生産額と常住

人口で市町村ごとに按分し，再集計しており，

実際には地理的区分を市町村においたストッ

クの推計を行っている．この推計の問題点とし

て来間・大河原(2001)5)では，その按分指標の特

性から人口が少ない市町村ほど誤差が大きく

なることを暗に仮定している． 

建設省建設経済局調査情報課(2000)12)では建

設省建設経済局調査情報課が社会資本ストッ

ク調査検討委員会を設置し，株式会社三和総研

（現，三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）

に委託して調査・研究を行ってきた結果を平成

11 年 3 月にまとめたものである．同課では，我

が国のストック量を金額ベースで簡易的に把

握することを目的にストック推計をおこなっ

ており，今後の国や自治体の社会資本ストック

推計のマニュアルとなることを期待し，社会資

本ストックの推計を行っている．建設省建設経

済局調査情報課(2000)では，茨城県水戸市をモ

デルとし，同市および同県のストック量を推計

している．推計法には PI 法（水戸市），BY 法

（茨城県），PS 法（水戸市）の 3 手法によって

ストックを推計している．名目投資額の算定に

は『行政投資実績』および固定資本マトリック

スを用い，PI 法，BY 法両手法とも決算データ

からの積み上げでストックを推計している．時

系列の決算データの利用に制限があるため，市

区町村単位での資本ストックの推計に PS 法を

実施する必要がある旨を説明し，道路資本に関

しては市町村道と市町村道上の橋梁，歩道に関

して PS 法実行の可能性を示唆しているが，再

取得価格の算定が困難であることから推計の

方法のみの解説を行っている． 

建設省建設経済局調査情報課(2000)では，茨

城県水戸市をモデルとし，同市および同県のス

トック量を推計している．推計法にはPI法（水

戸市），BY法（茨城県），PS法（水戸市）の3

手法によってストックを推計している．名目投

資額の算定には『行政投資実績』および固定資

本マトリックスを用い，PI法，BY法両手法とも

決算データからの積み上げでストックを推計

している．時系列の決算データの利用に制限が

あるため，市区町村単位での資本ストックの推

計にPS法を実施する必要がある旨を説明し，道

路資本に関しては市町村道と市町村道上の橋

梁，歩道に関してPS法実行の可能性を示唆して

いるが，再取得価格の算定が困難であることか

ら推計の方法のみの解説を行っている． 

嶋田(2012)では，市町村別の社会資本ストッ

ク推計を目的として，道路や港湾をはじめとし

た11部門での推計を行っている．茨城県を対象

に，改廃なく国，県，市町村それぞれの投資額

が把握可能である『行政投資実績』（自治省，

総務省）収録の数値を用いて名目投資額を算出

し，宮良・福重(2005)のベンチマークを用いて

BY法によって推計を行っている．市町村の按分



7 

指標を，一県当たりのストック額を，地方交付

税算定の基礎資料である基準財政需要額およ

び公的セクターによって毎年公表される市町

村ごとの各社会資本分野の決算額をまとめた

目的別歳出の決算額を，市町村別の割合によっ

て按分することで，投資額と決算額という金銭

ベースでの親和性を図った推計を行っている．

宮良・福重(2005)5)の数値を用い，定率法によっ

て償却の処理を行うことでストックの実質化

を行っている．しかし，本推計に関する問題点

として，『行政投資実績』は投資額に占める新

設改良費と維持補修費を明確に区分けできて

いないことや，用地費の費用を他の公的統計に

よって投資額から除外して算出した事を踏ま

え，名目投資額の数値の的確な把握が課題とな

っている． 

 

1.3 本研究の目的 
 

本研究開発では、我が国における市町村を単

位とした社会資本ストックの推計に資するこ

とを最終的な目的として、新たな道路資本スト

ック推計の方法の提案とその適用可能性の検

討を行うとともに、道路資本ストックを変数と

した経済分析を通じて、開発した方法の有用性

を確認する。 
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第２章 本研究で用いる用語・方法論とデータ 

 

 

 

 

2.1 資本ストック 

 

ここでは，建設省建設経済局調査情報課

(2000)による『国民経済計算』上の投資額の意

味の整理を参考に意味をまとめる． 

  

(1)   資本形成 

我が国の『国民経済計算』は，1968年に国際

連合が提唱したSNA体系（System of National 

Accounts：国民経済計算体系）へと移行し，1993

年にその基準が改定され，現在は93体系を採用

している．そこでは，投資額にあたる資本形成

に以下のような定義づけを行っている． 

総資本形成 

総固定的資本形成とは，建設省建設経済局調

査情報課(2000)1)によると，民間および公的企業，

一般政府，大家計民間非営利団体，家計の生産

者としての支出（購入及び自己生産物の使用）

のうち，中間消費とならないものであり，在庫

商品と総固定資産からなるとされている．中間

資本と総資本形成は，当該期間内おいて使い尽

くすか，あるいは将来に便益をもたらすかを基

準としており，固定資産の改造や生産性を大幅

に増大させる支出に関しては，総固定的資本形

成に含まれる．しかし，単なる損傷や正常な稼

働を保つための修理にかかる支出は中間費と

して扱われるとされている． 

 総固定資本形成 

総資本形成は総固定的資産形成と在庫品増

加によって形成される．総固定的資本形成は公

的企業や一般政府をはじめとした機関の投資

によって建設物，固定資本ストック形成のため

の新規耐久財が購入された場合に形成され，道

路資本も生産のための建設物であることから，

道路の新設，改良がおこなわれた場合には総固

定資産形成として数えられ，特に一般政府によ

る投資のことは公的総固定資本形成と呼ばれ

る． 

資本ストックとはこの総固定資産形成の積み

上げによって形成される投資額の積み重なり

を指す．投資主体を政府諸機関および公的機関

とする，道路をはじめとした公的な資本ストッ

クを社会資本ストックと呼ぶ． 

 

(2)  ストックの種類 

資本ストックは，理論的なフレームワークで

は，粗資本ストック，純資本ストック，生産的

資本ストックの3つに区分される． 

本推計では『日本の社会資本2012』（内閣府

政策統括官2））による定義を参考に，それぞれ

の資本ストックを以下のように定義する． 

① 粗資本ストック(Gross Capital Stock)： 

現存する固定資産について，評価時点で新品

として調達する価格で評価した額． 

② 純資本ストック(Net Capital Stock)： 

粗資本ストックから供用開始年の経過に応

じた減価を控除した残存価値．本推計では減価

を経齢に伴う物理的償却および，予期される陳

腐化による価格の低下とする． 

③ 生産的資本ストック(Productive Capital 

Stock)： 

粗資本ストックから供用年数の経齢による

生産効率性の低下を控除した資産の残存能力

量． 

 

これらの定義から，粗資本ストックは資本ス

トックを再調達原価（現時点で当該資産を取得

するために支出しなければならない価額）で評

価したものであり，純資本ストックは粗資本ス

トックを時価で評価するために粗資本ストッ
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クからの経済的償却を価格の低下に考慮し，そ

の「価値」を測定したものであることがわかる． 

本推計では我が国における道路資本ストック

をこれらの粗と純によって価値を評価し，推計

を行うものとする． 

 

2.2 資本ストック推計の方法論 
 

資本ストックを測定する方法として直接推計

法と間接推計法の2手法が挙げられる． 

直接推計法とは現存する資本ストックをすべ

て実査によって調べ上げる手法である．この手

法はかつてわが国でも国家規模で実施され過

去があるが，実際には莫大な労力と時間を費や

すため，1970（昭和45）年の国富調査を最後に

実施されていない．そのため，現在行われてい

る手法で最も多く用いられている測定手法が

間接推計法である．この手測定法は資本ストッ

クをフローである投資額がつみあがったもの

として捉え，実査を行わずとも投資額の動きが

把握可能であればストックの推計が可能であ

るという特徴を持ち，OECDや内閣府をはじめ

とした機関で採用されている． 

 

(1)  資産の測定基準 

間接推計法によって資本ストックを資産とし

て捉えるとき，それぞれの資産評価に応じた支

出額・投資額のデータを要する必要がある．内

閣府統括官 (2012)2) によると，資産の測定基準

は大別して4種類に分類される． 

① 取得原価：過去の支出額．減価性を重視

しているため，データの信頼性が高い． 

② 再調達原価：現時点で当該資産を取得す

るために支出しなければならない価額のこと

である．道路をはじめとした社会資本はその特

徴から，市場における実勢価格を把握できない

ため，再調達原価を算出するための代替として，

デフレータを用い取得原価の貨幣価値を補正

する方法（以下，この方法を内閣府統括官 

(2012) に倣い，デフレータ調整方式と表記す

る）による価額，当該資産と同じ構造物を現時

点で建設するとした場合の価額である． 

③ 正味実現可能価額：当該資産から販売費

や事後費用を取り除いた価額である．道路をは

じめとした社会資本は市場性をもたず，売価の

基準が存在しないため，この推計を用いる事は

困難である． 

④ 将来のキャッシュ・インフロー(CIF；サ

ービスから得られる価額)の現在価値額：将来収

入から得られる収入から費用を差し引いた価

額の現在価値である．道路資本に関していえば，

高速道路や有料道といった料金徴収を，民間会

社および一部の公的機関が運営管理している

ため，道路区分などを限定することによってこ

の推計を行うことが可能である． 

 

我が国では，内閣府をはじめ，研究機関や学

術論文によって行われる推計の大部分が再調

達原価によって行われてきた．本推計でも，我

が国での先行研究での適用例が多いことと，既

存の公的統計の整備状況を踏まえ，デフレータ

調整方式による再調達価額での推計を行う． 

資本ストックの推計方法は，投資額の積み上

げ基づく手法と，物理量に基づく手法の2つに

大別される．内閣府統括官(2012)をもとにその

手法と特徴および算定式を以下に示す． 
 

(2)  投資額の積み上げに基づくストック推計

の方法 
  

a) PI 法（Perpetual Inventory Method）：恒久棚

卸法 

 PI 法は，再調達価額を毎年度積み上げるとと

もに，耐用年数を経過して機能を果たさなくな

った資産については除去・償却を行うことによ

りストック額を推計する手法である．「一貫し

た過去の投資系列が，耐用年数以上で間断なく

得られること」，「現実の資産の耐用年数に近い

値で，耐用年数が推定できること」，「名目投資

額を実質化するための物価指数（デフレータ）

が長期にわたり得られること」の 3 つの条件が

満たされていることが重要である．欧米諸国で

は，この PI 法を用いて推計を行っている．PI

法による資本ストック推計の一般式は式（1）

の通りである． 

 

 (1) 

 

（K：粗資本ストック，I：新設改良費，t：当該年度，

m：平均耐用年数） 

 

b) BY 法（Benchmark Year Method）：基準年次

法 

 BY 法は，基準年次のストック額を確定し，

PI 法と同様にそれ以降の投資額と除却額を加

減することにより推計を行う．算定式は式（1.2）

に表される．基準年以前の投資額や整備された

資本の除却額や減価額に関するデータが得に

くいという欠点がある． 
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 (2) 

（K：粗資本ストック，I：新設改良費，R：除去額，

t：当該年度，b：基準年度） 

 

(3)  物量に基づくストック推計の方法 

PS 法（Physical Stock Value Method）：物量的

ストック 

 PS 法は，時系列的な物量データに平均単価を

乗じることにより推計する手法である．資産の

物量を資産の物量を金銭価値に変換している

ため，ストック推計額と資産のもたらす効用と

の関係が明確であるとの長所を持つ．物量ベー

スの統計資料が整っている資産については有

用な手段であるとしている．算定式は式（1.3）

の通り表される． 

 (3) 

（ ： 年度の資本ストック， ： 財の 年度の物

理的存在量， ： 財の 年度（基準価格年）の単

価） 

 PS 法を用いた推計には道路延長や道路面積

といったストックの物量の把握が必要となり，

単価の設定にはそれらの物量に対しての単価

毎の金額が用いられる．OECD (2009) 3)では，資

本ストックにおいて価格変動の影響を取り除

くために実質化を行ったものを粗資本ストッ

ク，さらにそこから減価償却を行ったものを純

資本ストックとしている．このため，PS 法を用

いた推計では物量，単価に加え，資本の供用開

始年，耐用年数，デフレータ指数の設定が必要

となる． 

 

 
 

図-1 資本ストック額推計の流れ 

 

 

2.3 名目投資額と実質化 

 

(1)  名目投資額 
 

 道路資本ストックを推計するに当たり，PI法，

BY法の2手法は後述する新設改良費の経年のフ

ローの積み上げによって粗資本ストックを評

価・測定する手法である．そのため，経年の投

資対象への名目投資額にしめる新設改良費の

額を正確に導き出すことは推計の精緻化につ

ながり，ストック推計の結果に大きな変化をも

たらす．道路資本ストックの推計においては信

頼度の高い純粋な名目投資額のデータ及び，投

資額の各要素の明確な定義づけを行うことが

必要である．ストック推計のための名目投資額

は『国民経済計算』における固定的資本を形成

するための決算額に準じたデータであり，内閣

府統括官（2012）を参考に公的資本形成の決算

額の特徴を以下のように示す． 

 ①建築物，機械設備等の有無・無形資産の新

規購入であること． 

  ②土地購入にかかわる費用を含まないこと． 

  ③建物，道路，ダム，港湾等の建設物の仕掛

工事は建設発注者の固定的資本形成に含まれ

る． 

  ④固定資本の改造や新たな機能の追加等，そ

の耐用年数や生産性の大幅な増加をもたらす

支出（資本的修理）を含み，単なる破損の修理

や正常な稼働を保つための支出（経常的・維持）

は含まないこと． 

 

固定的資本形成における決算額の種類は『建

設業務統計年報』等によると①新設改良費，②

維持修繕費，③災害復旧費，④用地費の4種類

に大別されるとしている．これらの固定的資本

形成の決算額と名目投資額との関係を整理し，

本推計のストック推計に用いる名目投資額の

考え方を以下に示す． 

 

a) 新設改良費 

新設改良費を「建築物，機械設備等の有無・

無形資産の新規購入であること」および「耐用

年数や生産性の大幅な増加をもたらす支出」と

するため，間接推計法ではこの新設改良費をフ

ローとし，経年の名目投資額とみなす． 

 

b) 維持補修費 

維持補修費は，施設の設計時に期待された性

能や機能を耐用年数の期間にわたって，維持す

るための費用である．維持補修費の特徴から，

名目投資額における新設改良費は投資対象の
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機能や生産性を大幅に向上させるための投資

であり，道路に関して言えば，舗装の損傷によ

る交通の障害を回復させるための舗装にかけ

る投資や支出は「「維持」のための支出」とみ

なされ，新設改良費には含まないことがわかる． 

 

c) 災害復旧費 

 災害復旧事業とは公共土木施設災害復旧事

業国庫負担法（昭和26年，法律97号）によるた

「災害に因って必要を生じた事業で，災害にか

かった施設を原型に復旧させることを目的と

する」（第2条第2項）事業とされている．本推

計では，災害復旧費を被災した資産を原型に復

旧するための費用とし，人々の生活のために正

常な稼働を保つための投資であるものとし，災

害によって失われたストックの再構築である

という解釈からストック推計の対象でないも

のとした． 

 

d) 用地費・保障費 

用地費・保障費は，「土地購入にかかわる費

用」という固定的資本の考えに準じている． 

 

(2) 実質化 

次に投資額の実質化について説明する．先述

のように，取得原価を特定の基準年で実質化す

るデフレータ調整方式により数多くのストッ

ク推計が先行研究として行われている．そのた

め，ストック推計においてデフレータの算定は

なくてはならない手順である．デフレータの算

定式はラスパイレス式，パーシェ式及びフィッ

シャー式があるが，ラスパイレス式とパーシェ

式が一般的である．また，基準年のとり方によ

って固定基準年方式と連鎖式に分けられる．内

閣府統括官（2012）に記載されるラスパイレス

式，パーシェ式および連鎖方式の式を以下に示

す． 

 

 

  
 

 
 

， ,n：対象分

野数 

 

2.4 資本ストック推計に用いるデータ 

 

 本研究において道路資本ストック推計に用い

る主なデータは以下のとおりである． 

 

(1) PI法・BY法で用いるデータ 
 

a) 国富調査 

国富調査は，ある時点での一国に存在するス

トックを実査で調査するものである．内閣府政

策統括官（2012）2)によると，1905年の日本銀

行による最初の調査以来1970年まで12回行わ

れており，その調査方法や内容は，それぞれの

時代の経済理論や統計技術と密接な関係を持

っているため，一貫した考え方で調査が行われ

たわけではない．最後の国富調査は1970年を最

後に，国富の範囲を， 

 再生可能な有形固定資産：経済的な意味にお

ける資産で，企業や家計等の各経済部門が生産

や生活等の経済活動を営んでいくための手段

として使用している財貨で，再生可能な有形固

定資産 

 棚卸資産：各経済部門が所有している製品，

原材料，仕掛品，半製品及び貯蔵品等 

 対純外資産 

としている．これらを粗．純資産別（取得原価

法により，純資産の推計には定率法を用いる），

経済部門別，取得年次および9地域ブロック別

に推計している．また，社会資本に関しては調

査結果の資産額の中から， 

政府の一般資産 

 公共資産（道路，港湾，治山治水，農林漁業

施設及び都市公園等） 

 公共企業資産（運輸通信業および電気・ガ

ス・水道の事業の資産） 

 社会サービス関連資産（教育・医療・社会保

険等の資産） 

を別途取り出して推計することにより，社会資

本関係資産としている．このうち，2つ目の公

共資産については実査を行わず，公共企画庁総

合統計局（1961）および経済審議会地域部社会

資本分析会（1964）に基づいている．なお，1970

年以降の実査に基づく公式のストック調査は

なされていないとしている．資本ストック推計

においてBY法を用いる場合には，文字通りベン

チマークとなるデータが必要になるため，大部

分の推計では同年の調査結果が用いられてい

る． 

 

b) 国民経済計算 

国民経済計算は，一国における様々な主体間
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の取引を国民勘定と呼ばれる一定の体系で記

録し，その国の経済の在り方を示す統計である．

日本では内閣府が制作を担当している．国民経

済計算全体の仕組みであるSNAは国際連合統

計委員会によって作成・見直しが行われており，

これまでにも幾度か改訂され，現在では産業間

取引や金融取引を記録した，新SNAを採用して

いる．新SNAの前身である68SNA（日本国内で

は旧SNAとも呼称）によって民間企業や公的セ

クターなどによる資本に対する投資は総資本

形成と呼ばれており，第1章2節1項で前記のと

おり，特に建設物（土地造成費を含）や新規耐

久財の購入は総固定資産形成とされる． 

 

c) 都道府県別決算状況調・市町村別決算状況調 

都道府県別決算状況調・市町村別決算状況調

は総務省が毎年実施する地方財政状況調査か

ら，都道府県と市町村の普通会計及び公営企業

会計決算を中心に記載した資料であり，個々の

都道府県，市町村の決算額が詳細に記載されて

いる点が特徴である．嶋田(2012）4)では一県当

たりの名目投資額を市町村別に按分するため

の指標として，同調査によって県が取りまとめ

た市町村決算資料（茨城県の場合は『市町村財

政実態調査』に記載されている目的別分類の

「道路・橋りょう費」「街路費」）のデータを

用いている．本推計においても嶋田(2012)4)と同

様に投資額と決算額という親和性を重視した

間接推計のストック額按分の指標として本資

料をもちいることとした． 

 

d) 行政投資実績 

行政投資実績は総務省（旧自治省）が1962年

度以降毎年実施している都道府県別投資実績

調査の結果を取りまとめた資料である．行政投

資実績には個的資本形成のための名目投資額

に，新設改良費の特徴である耐用年数の大幅な

増加につながる資本的修理への費用のほか，日

常的な補修にあたる経常的な修理・維持への支

出額も含んでいる．また，用地費も投資額に含

んでいるため，他の統計資料を用いて行政投資

実績の投資額から控除しなければならないな

どの特徴がある． 

 

e) 基準財政需要額 

基準財政需要額は総務省ホームページによ

れば地方交付税算定に用いる資料であり，各地

方団体の財政需要を合理的に測定するために，

当該団体について地方交付税法第11条の規定

により算定した額とされている（地方交付税法

第2条第3号）． 

 その算定は，各行政項目別にそれぞれ設けら

れた「測定単位」の数値に必要な「補正」を加

え，これに測定単位ごとに定められた「単位費

用」を乗じた額を合算することによって行わる．

嶋田(2012）4)では先行研究である宮良・福重

(2005)5)によって算出された基準年（1972年）ま

での基準年のストック額を市町村別に按分す

る際に，1973年の地方交付税算定のための基準

財政需要額を用いている．本研究でも嶋田

(2012)4) の推計結果との比較を目的とするため

同需要額によって1972年時点の宮良・福重

(2005) 5) 算出の基準年のストック額を同手順に

よって按分する． 

 

f) 道路統計年報 

道路統計年報は国土交通省が取りまとめ，我

が国における毎年の道路現況や投資，決算の現

況を記載した統計資料である．特に，各都道府

県への投資額が道路種別に記載されている点

や工事種別にその投資額の詳細な内訳が記載

されている．また投資額における用地費額が記

載されている事も特徴的であり，長期間にわた

って投資の現況が収録されていながらも，改廃

や変更が少ない．同年報では毎年の各種道路の

新設や道路の耐用年数の大幅な増加を目的と

した投資額である新設改良費を，各工事種別投

資額項目である「道路改良」「橋梁整備」「舗

装新設」「調査」を合計したものを「建設的経

費」と定義し，それらの額の詳細な内訳を各年

で把握することができ，名目投資額に占める新

設改良費の額や用地費の額を把握が可能とな

る．西村・宮崎(2012)6) は本年報に収録された

建設的経費の推移を積み上げることでPI法によ

って一国の道路資本ストック額を算出してい

ることに倣い，本研究でも同年報発表の毎年の

建設的経費の金額から用地費額を割引くこと

で名目投資額を算出，積み上げることでストッ

クの推計を行う． 

 

(2) 物量把握および道路単価算出に関するデー

タ 

 

a) デジタル道路地図 (Digital Road Map) 

DRMは国土地理院の1/25000の地形図を基に

作成され，全国の整備局や公的セクターの道路

管理団体によって管理・更新される道路データ

である．道路法に定める道路の道路幅員やリン

ク長，交通量などの物量データが収録され，全

国均一の精度で管理・更新されていることから
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道路管理者及び民間の道路管理団体から多く

利活用されている．本研究ではDRMをベースと

してesri社の販売する地理情報システムである

ArcGIS(Geographic Information System)上に出力

するソフトウェアを用い，道路ごとのデータに

供用開始年竣工年，住所をはじめとしたデータ

を付与することで推計を行う．なお，データは

国土交通省国土技術政策総合研究所からの提

供により入手した． 

 

b) 道路管理データベースシステム（MICHI） 

道路管理データベースシステムは国土交通

省が管理する道路データベースシステムであ

る．直轄国道上の橋梁やトンネルをはじめとし

た構造物に関するデータが収録されており，橋

梁資本ストックの推計を行う際に用いる物的

指標の把握に用いる．同データベースシステム

に収録されている橋梁やトンネルの竣工年の

データをGIS上に出力されたDRMのデータとマ

ッチングすることで，道路に新たな情報を付与

し，橋梁のストック額を推計する．同データベ

ースシステムは国土交通省関東地方整備局か

らの提供により入手した． 

 

c) 平面図 

平面図は道路管理データベースシステムに

よって与えられた橋梁データをGIS上の道路デ

ータに付与する際に用いる．平面図は直轄国道

に関して縮尺1/5000で路線ごとに記載されおり，

路線上の橋梁や高架橋，歩道橋といった構造物

の位置を知ることができる．なお，平面図は関

東地方整備局からの提供により入手した． 

 

d) 事業年報 

事業年報は各国道事務所が発刊する，毎年の

管轄路線ごとの事業着手に関する報告書であ

る．特徴として直轄の国道に関して，国道毎に

時系列に沿ってその事業着手や拡幅工事，施工

完了の記録が収録され，国道上の路線の竣工完

了年・工事の記録から，平面図や管内図をもと

に路線ごとに参照することでその供用年の数

値を割り当てることができる．事業年報も平面

図同様，関東地方整備局からの提供により入手

した． 

 

e) 東洋大学PPP研究センター作成，社会資本更

新投資計算簡略版ソフト 

東洋大学PPP研究センター作成，社会資本更

新投資計算簡略版ソフトは東洋大学PPPセンタ

ーが発表する，市販の表計算ソフトを利用し，

自治体等の担当者が毎年度の社会資本更新の

ための必要投資額を把握することを目的とし

たソフトである．なお道路単価に関する物質や

工事資源の積算による単価は国土交通省ホー

ムページから参考とすることが出来るが，現存

する道路にどれほどの資源が投入されたかを

知ることは困難である．本ソフトは各種建築物，

道路，橋梁，上水道，下水道に対応しており，

本ソフトを使用することで，今ある施設を耐用

年数が経過後に新しくするのにかかる費用の

目安を知ることができる．これらから，『デジ

タル道路地図』によって得られた道路面積：1

㎡当たりの単価を同ソフト収録の数値に乗じ，

ストックの推計を行う．本ソフトは東洋大学

PPPのホームページから簡易版をダウンロード

して入手することが出来る．特徴として，維持

更新に関する投資額を算出できるほか，災害復

旧の場合の資本ごとの再調達原価の面積単価

を公表しており，本研究においても利用するこ

ととした． 

 

 

参考文献 
1) 建設省建設経済局調査情報課 (2000)，『平成11年度公共
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2) 内閣府政策統括官(2012) ，『日本の社会資本 2012』，国

立印刷局． 
3) OECD (2009), Measuring Capital OECD Manual Second 

Edition, Published online, http://www.oecd.org/dataoecd/16/16 

/43734711.pdf (accessed on December 15, 2011)． 

4) 嶋田章（2012）,『行政投資実績を活用した市町村別社

会資本ストックの推計』，筑波大学，システム情報工学研

究科 修士論文． 

5) 宮良いずみ・福重元嗣（2005），「都道府県別資本スト

ックの推計方法－部門別社会資本および民間資本ストッ

クの推計－」，『日本統計学会誌』，第34巻，第2号，pp.163-186，

日本統計学会． 

6) 西村隆司・宮崎智視（2012）,『分野別社会資本ストッ

クと維持更新投資額の将来推計』,東洋大学大学院経済学

研究科． 
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第３章 新たな市町村別道路資本ストック推計手

法の開発 

 

 

 

 

3.1 新規投資と修繕投資を区別したストック

額推計手法の開発 

 

(1) 新規投資と修繕投資を適切に区別する方法

の検討 

ストックを間接推計法によって算定する場

合，新設改良の投資額を投資額として積み上げ

てストックを形成する．新設改良費は「建築物，

機械設備等の有無・無形資産の新規購入である

こと」および「耐用年数や生産性の大幅な増加

をもたらす支出」として定義されており，この

部門の投資額を積み上げる必要性があるとし

ているため，ストック算定においては全体の投

資額の中から，これらの投資額のみを選別して

積み上げ，ストックを算定する． 

現行の道路管理事業において，道路法では

「維持」および「修繕」を以下のとおりとして

いる． 

維持：水，除雪，除草，砂利の補充等反復し

て行われる道路の機能保持のための行為 

修繕：当初築造した道路の損傷した構造を原

状程度に保持，回復する工事のうち，災害復旧

に含まれるもの以外 

維持事業には巡回，清掃，除草，除雪等が挙

げられ，修繕事業には舗装の劣化・損傷部分の

補修，耐震補強，法面補強，防雪対策等が例と

して挙げられる．ストック額推計のための投資

額の算定において，これらの事業ごとの投資額

を分ける必要性が高いことは自明である．今後

の会計基準においては，精緻なストックの推計

を可能にするためにも，道路管理の投資額の中

からそれに占める「新設改良の分野」と「維持

補修（修繕）費の分野」を明確に分けて計上す

ることが必要である．また，これらの投資額に

維持補修（修繕）費を含んだ場合の，ストック

算定額に及ぼす影響については付録で実際に

推計を行うことで実証・検討する． 
 

(2) BY法を用いた推計手法 

本研究では，宮良・福重(2005)を1972年での

ベンチマークとして用いる．ただし，宮良・福

重(2005)は都道府県単位での推計であるため，

茨城県の推計額を基に，これを1973年度の地方

交付税算定のための基準財政需要額のうち，道

路橋梁費の市町村別比率で按分する．このベン

チマークの額を内閣府推計でのデフレータで

実質化する際，2003年時点の推計には『日本の

社会資本 2007』 9)の2000年基準でのデフレー

タを用い，2009年時点での推計には『日本の社

会資本 2012』発表の2005年基準のデフレータ

を用いる． 

各年の投資額については，『道路統計年報』

の投資額である「一般道路事業費」，「都市計画

街路事業費」から新設改良費にあたる建設的経

費の投資額を算出し，用地費の額を建設的経費

の比率に応じて除外，各年度の道路橋梁費もし

くは街路費決算額で按分して粗資本ストック

を求める． その際，ベンチマーク同様，デフ

レータ調整方式によって2000年基準と2005年

基準のデフレータで実質化し，市町村の投資額

とする． 

純資本ストック額を求めるために用いる償

却率については，内閣府試算の道路関係部門の

償却率の内「道路改良」および「橋梁」は1.52%，

「舗装」は9.10%とその違いが大きいことに留

意し（表－1参照），『道路統計年報』から道路
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図-1 茨城県を対象とした道路資本ストック額の推計手

順 

 

事業費に占める舗装工事の事業費の割合を計

算して，ベンチマークと各年の投資額の道路分

と街路分を合計したものにその比率を乗じる

ことで，舗装工事とそれ以外の工事に該当する

ストック額・投資額を推計することとした．推

計の手順は，図－2に示すとおりである． 

なお，本研究では，『道路統計年報』を用い

て毎年の建設的経費に占める用地費の割合を

求め，この割合を用いて用地費を除外している． 
 

3.2 所轄する行政組織の実態に応じた道路資

本ストック推計手法の開発 
 

本研究では 2009 年時点の評価を行う．後述

する他のデータの評価が概ね 2009 年時点のも

のであるからである．PS 法で資産評価を行うに

あたって，重要なことは [1] 資産量，[2] 単価

の設定である． 

[1] 資産量 

道路（橋梁部とトンネル部を除く）の資産量

として，道路台帳調書には様々な数値が記載さ

れている．土浦市，つくば市，取手市の 3 市の

市町村道を対象にその中で，幅員別に舗装の有

無を分けた延長は 3 市ともに記載されていたの

で，これを用いる．砂利道は単価の設定が難し

いことから，今回は無価値とした．土浦高架橋

については，舗装道路ではなく橋梁とした上で，

前田・塙(1984)を参考に物量情報を付与して評

価する． 

[2] 単価 

単価の設定については，本研究では(4)に示す

単価を用いて評価を行うこととする． 

 

(1) 直轄国道における推計手法 

本研究では，茨城県を通過する直轄国道（6

号，50 号，51 号）を対象に PS 法を用いた道路

資本ストック額の推計手法を検討している．直

轄国道の GIS データは DRM に含まれているた

め，県管理道同様 DRM を用いた情報管理を行

っている． 

道路面積を{(道路幅員)＋(中央帯幅員)＋(歩

道幅員)}の幅員と道路延長の数値を掛けること

で定義している．GIS のテーブルデータにおい

て『DRM 変換ツール』によって『デジタル道

路地図』の道路幅員，道路延長，中央帯幅員の

デ ー タ は そ れ ぞ れ [HUKUIN], 

[LINKLEN],[CTHUKUIN]という名称で変換さ

れており，単位はメートルで統一されている．

また，本変換ツールでは歩道幅員がテーブルデ

ータとして出力されないため各路線に対して

道路構造令に倣い，歩道幅員設置が 3m でなさ

れたものと仮定し左右両車線の和である 6m の

歩道幅員を[HUKUIN]に加算し，[LINKKEN]の

数値と乗じて道路面積を導出している．そして，

この手順により求まった道路面積に道路施工

単価を乗じることで道路のストック額を算出

する．供用開始年の設定は直轄国道の新設工事

記録が把握可能である『事業年報』を用いる．

新設工事完了年を供与開始年と置き換え情報

設定を行うが，事業年報の文面上では道路の区

間を把握することが困難であるため，平面図を

用いて DRM 上の路線データと一致させる． 

表-1 インフラの種別ごとの償却率 

 

種別 耐用年数 理論償却率 種別 償却率

道路改良 1.52%

橋梁 1.52%

舗装 9.10%

現行：定率法
（残価率10%）

本研究のBY法で

用いた償却率

道路 47年 4.78%
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図-2  直轄国道における推計フロー 

 

橋梁に関しては，関東地整提供の『道路管理

データベースシステム（MICHI）』を用いて情報

を得る．MICHI 収録の「橋梁一覧」には橋梁ご

との延長，幅員のデータが記録されており，面

積の導出が可能である他，供用開始年の情報も

収録されている．一方，DRM には正確な橋梁，

トンネルデータが属性情報に存在しないため，

このままではMICHIの橋梁情報を DRM に付与

することが困難である．そこで，MICHI の橋梁

情報に個別 ID を割り当てその ID を，道路同様

平面図を用いて GIS 上で手作業によって DRM

の属性情報に付与し，橋梁データと路線データ

のマッチングを行う． 

 減価償却は毎年一定の消耗が路線上の全区

間で起こり価値が消耗し，15 年経過によりすべ

て償却されて維持補修工事が行われると仮定

している．定率法，定額法の両手法により償却

を行い，償却期間は 15 年間隔で償却額を 0 に

リセットし，それ以降の年数としている． 

図-2 に直轄国道の推計手法のフローを示す． 

本研究では物量に基づく手法と投資額に基

づく手法との推計額の比較を行うため，PS 法に

よる推計の道路情報を除くパラメータ設定を

統一させる必要がある．そこで本研究において

単価，償却方法を変更する．単価は東京都「固

定資産台帳整備の手引き」を用い，DRM の車

道幅員のみを参考とする．減価償却は耐用年数

を道路 48 年，橋梁 60 年とし，定額法を用いサ

ドンデス除去によって行うこととする． 

 

(2) 市町村道における推計手法 

本研究では，土浦市，つくば市，取手市の 3

市の市町村道を対象に PS 法を用いた道路資本

ストック額の推計手法を検討している．市町村

道のGISデータは一部のみDRMに含まれてい

るが，他の GIS データを含め全市町村道を収録

するものは存在しない．そのため，直轄国道，

県管理道と同様の DRM に道路情報の付与を行

う手法は適用することが出来ない．そのため，

直轄国道，県管理道と同様の DRM に道路情報

の付与を行う手法は適用することが出来ない．

そこで，市町村道における推計では 3 章で整理

した道路台帳を用いて推計を行うこととする．

まず道路台帳調書を全て PDF 化し，そこから

路線名，幅員，延長，供用開始年といった必要

情報を抽出しリスト化を行うプログラムを開

発する． 

 供用開始年の欠損している路線については，

土浦市の管理する道路で最も供用開始の多い

1987年を一律で供用開始年としている．必ずし

も実態を表しているわけではないが，これ以外
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図-3  市町村道における推計フロー 

 

に指標がないことからこの数値を用いること

とした．道路台帳には舗装別幅員が記載されて

いるが，砂利道に関しては単価設定が困難であ

るため無価値としている．また，3 章で説明し

た通り土浦高架橋は道路として管理されてい

るため，当該部分を橋梁として扱い，推計方法

も橋梁のものする． 

 一方，橋梁台帳，林道台帳，農道台帳はそれ

ぞれ必要項目を手入力によってリスト化する．

また，橋梁部分と道路部分が重複して推計され

ないよう橋梁を含む道路部分は橋梁分を物量

から控除する．以上作業により全道路の推計に

用いるパラメータのリスト化が完了する．その

後の単価を用いた推計，実質化処理，減価償却

は県管理道と同様のものとするが，島田（2014）

では単価，耐用年数のパラメータ設定は複数の

出典を用いて設定を行っている．直轄国道の推

計同様，道路情報を除くパラメータ設定を統一

させる必要があるため，県管理道と同様の設定

を用いることとする． 

 図-3 に市町村道の推計手法のフローを示す． 
 

(3) 県管理道における推計手法 

物量，供用開始年について，使用するデータ

ベースを決定するとともに，情報を付与する作

業手順について議論を行う． 

 PS 法による推計は道路情報を空間単位で扱

う必要があり，そのために GIS データを用いる

ことが適している．そこでまず，利用する GIS

データを決定するが，これには道路中心線の表

現方法や有用な属性情報が含まれることから

DRM を用いることとし，道路情報は基本的に

DRM 上に属性情報として付与することで管理

していく． 

 続いて物量の把握であるが，これには前節の

単価設定に基づき延長と幅員が含まれる．延長

については情報管理を DRM 上で行うため，予

め DRM に収録されているリンクの長さ

「LINKLEN」を用いる．幅員については，路

線よりも細かな空間単位で設定を行えるもの

に DRM，道路台帳図，道路交通センサスが存

在する．より細かな空間単位で設定を行えるの

は DRM と道路台帳図であるが，整備状況から

道路台帳図の情報は信頼がおける上，DRM の

属性情報「HUKUIN」は道路台帳図の幅員情報

とは異なる値となっている箇所が多数存在し

たため，本研究では道路台帳図の情報を用いる

こととする．また，橋梁，トンネルに関しては，

橋梁台帳，トンネル台帳を用いる． 

 供用開始年については，路線認定調書，国道

指定調書に路線単位で記載されているほか，茨

城県報による供用開始の告示により，新規供用

― 道路台帳図 

― 茨城県報 

― 路線認定調書 
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開始部分のみ記載されている．しかし，これら

の情報のみを用いて供用開始年の設定を行う

と，県管理の道路は供用開始年が古い路線が多

く，また茨城県報による情報は全延長に対して

ごく一部であるため，減価償却を行った際のス

トック額がゼロとなってしまう箇所が多く存

在する．しかし，多くの路線で残存価値ゼロと

なることは非現実的である．そこで，道路台帳

図に一部記載されている施工年を供用開始年

の代わりに用いることで，より詳細な供用開始

年の設定を行うこととする．減価償却を考える

と供用開始年の代わりに施工年を用いること

の影響は小さいといえる． 

 以上より使用するデータベースは決定した

が，具体的な作業手順について次に示す．まず

DRM を GIS 上へ出力する． 

道路中心線を表すリンクに属性情報として

幅員，供用開始年を付与するが，手作業での情

報付与を可能とするため基盤地図情報を DRM

に重ねて出力する． 

リンクを選択し，道路台帳図の幅員，供用開

始年を属性情報に付与する．上り線と下り線が

分割して 2 本の道路中心線で表されている箇所

については，重複を避けるため，どちらか一方

にのみ情報を付与する． 

続いて道路台帳図にて記載が無かった箇所

にて，茨城県報の供用開始告示の情報が存在す

る箇所にその情報を付与する．最終的にどちら

の供用開始年も付与されなかった箇所に，路線

認定調書，国道指定調書の供用開始年を付与す

ることで，全箇所に幅員，供用開始年の付与が

完了する．データベース別の道路情報付与状況

を図-4 に示す． 

橋梁，トンネルは台帳によって物量，供用開

始年を得た後，位置図を基にDRMの当該箇所へ

橋梁，トンネルの情報を付与する．橋梁，トン

ネル情報が付与された箇所については，推計の

際の道路との重複を防ぐため，属性情報の「LI

NKLEN」から橋梁，トンネルの延長分を差し

引く． 

 県管理道における推計のフローを図-5 に示

す． 

 

 

 

 

 
図-4  データベースごとの道路情報の付与状況 

 

 

 
 

図-5  県管理道における推計フロー 

(4) 単価  道路部に関する単価の設定については，表-2

― 道路台帳図 

― 茨城県報 

― 路線認定調書 
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に示すとおりである． 

橋梁に関しては，橋梁台帳より，橋の面積と

構造が記載されていたため，これを用いること

とする．単価については，以下のものを用いる． 

道路（橋梁部とトンネル部を除く）と同様に，

表-3 で示される単価を使った推計と，経過表か

ら算定する 4 つの方法を採ることとする． 

その後，減価償却を行う．「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令」（財務省法令）で舗

装道路及び舗装路面と橋，トンネルに関して耐

用年数が定められている．だが，これは総務省

の「資産評価の実務手引き」とは異なる． 

 
表-2 道路（橋梁部とトンネル部を除く）の単価 

出典 条件 単価 

東洋大学 PPP 研究 

センターの社会資本更

新投資計算ソフトで使

われている道路復旧単

価 

一律 20 千円／㎡ 

東京都「固定資産台帳

整備の手引き」での 

舗装単価 

5.5 m 以上 188 千円／

m 

5.5 m 未満 131 千円／

m 

総務省「資産評価の実

務手引き」の道路単価 

 

9.0m 以上 300 千円／

m 

5.5m 以 上

9.0m 未満 

140 千円／

m 

4.0 m 以上

5.5m 未満 

22 千円／m 

4.0m 未満 18 千円／m 

 

 
表-3 橋梁の単価 

出典 条件 単価 

東洋大学 PPP 研究セ

ンターの社会資本更新

投資計算ソフトで使わ

れている道路復旧単価 

橋梁一律 400 千円／㎡ 

東京都「固定資産台帳

整備の手引き」での舗

装単価 

橋梁一律 237 千円／㎡ 

国土技術政策総合研究

所「橋梁の掛替に関す

る調査結果」の上部工

下部工掛替新設費 

 

鋼橋 505 千円／㎡ 

RC 橋 676 千円／㎡ 

PC 橋 486 千円／㎡ 

混合橋 536 千円／㎡ 

その他 584 千円／㎡ 

 

 
 

参考文献 
1)  前田忍・塙宏夫（1984）：「土浦高架橋について」，『道

路』，No.526， pp.14 – 18
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第４章 新たな市町村別道路資本ストック推計手法を

用いた推計結果 

 

 

 

 

4.1 推計の対象とする道路とこれに関わる推

計のための各種情報 

 

本研究では，茨城県を対象地域とする．その

理由の一つは，研究代表者の所属先に近く，推

計に用いる様々なデータの入手の点で利点が

大きいことに加え，南部の東京方面への通勤圏

であり，水戸市や日立市といった商工業都市が

ある一方で，北部における山間部には小規模な

市町村があり，県の中に多様な地域が混在して

いることである． 

 

(1)  直轄国道 

 
 

図- 1 茨城県内を通過する直轄国道 

 
図- 2 水戸市内を通過する直轄国道 

 

一般国道直轄管理指定区間内（以下，『直轄

国道』）は茨城県内に 6 号，50 号，51 号，4 号

が通過しており，その総延長は『道路統計年報 

2011』の調べでは 500km 前後であり，県内の

物流を支える重要な要素となっている．管理は

国土交通省地方整備局によって行われており，

『道路管理データベースシステム(MICHI)』や

『国道平面図』をはじめ，長期間にわたって豊

富なデータベースが整えられているといえる．

なお『道路管理データベースシステム』のデー

タ整備項目は「道路交差点」，「橋梁」ほか「立

体駐車場」まで多岐にわたる．特にストック推

計に関して重要な要素となる橋梁や高架橋の

橋長，交通量，構造といった物量情報，供用開

始竣工年，老朽化具合等がデータとして整備さ
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れており，推計において有用な指標としてデー

タを活用することが出来る．また，ストックと

しての価値を高める「大幅な耐用年数の増加を

目的とする投資」と考えられる，耐震補強に関

するデータ項目も設けており，今後のストック

推計に向けたデータ項目の活用が期待できる． 

しかし，これらのデータベースもあくまで直

接の道路管理を目的としたデータ項目である

ため，そのデータは限定的な範囲に向けられて

いることも指摘しなければならない．例として

『道路管理データベースシステム』に記録され

ている橋梁情報と，国道事務所管理の，他の橋

梁情報をまとめた『橋梁一覧』とで収録されて

いる情報量は異なっており，これらの情報を統

合する場合には橋梁名から橋梁一本一本を判

別し，比較・参照する他ない．『道路管理デー

タベースシステム』には橋梁に ID として「橋

梁番号」が付与されているが『橋梁一覧』には

付与されておらず，個々の橋梁を ID で統合す

ることはできない現状である． 

一方，市町村別推計の対象として，ここでは

茨城県水戸市を取り上げる．水戸市ホームペー

ジの発表の統計によると，水戸市は世帯数

114,801 世帯，総人口 270,026 人の市であり(平

成 25 年 1 月 1 日)，茨城県最大の人口数を誇る

市町村であるとともに，茨城県庁の所在地とな

っている，茨城県の中枢都市である．交通面で

は直轄国道 6 号，50 号，51 号が通過する交通・

物流の要地となっている． 

 

(2)  市町村道 
 

a) つくば市 

つくば市は，茨城県の南西部に位置し，総面

積 284.07 平方 km を占める．北部には筑波山が

あり，その麓は関東有数の米どころで水田地帯

が広がる．市の中心部には研究所や住宅街があ

る．南部は常磐線の牛久駅に近いことから高度

経済成長期に宅地開発が進んだ団地が多くあ

る．かつてつくば市は，筑波町・大穂町・豊里

町・桜村・谷田部町・茎崎町の 6 町村であった．

1963 年に筑波研究学園都市建設の閣議了解が

あり，1970 年には筑波研究学園都市建設法が施

行された．これにより都市の骨格となる道路網

の整備が急速に進んだ．1987 年には大穂町・豊

里町・桜村・谷田部町が合併し，つくば市とな

った．翌年の 1988 年には筑波町を編入し，2002

年には茎崎町を編入した． 

『道路現況調書』（茨城県）より，つくば市

の実延長の推移を図-3 に示す． 

 
図-3 つくば市における道路実延長の推移 

 

 
図-4 つくば市における農道・林道実延長の推移 

 

次に，『公共施設の現況』よりつくば市にお

ける農道と林道の延長の変遷を図-4 に示す． 

農道に関して，約 300km の延長があったもの

の，現在は 0km になっている．この理由として，

道路の消滅と道路法の道路への認定替えが考

えられる．林道については筑波山山麓に約 8km

存在する． 

 

b) 土浦市 

土浦市はつくば市の東部に位置し，面積

122.99 平方 km を占める．水戸街道が市を縦断

し霞ヶ浦による水運にも恵まれ，古くから県南

の中心都市と発展してきた．市内に常磐線の駅

があり，比較的都心へのアクセスが良いことか

ら，高度経済成長期にニュータウン開発された

団地が数多く存在する．それに伴い，道路網も

整備された．2006 年に農村としての性格が強い

新治村を編入した． 

『道路現況調書』（茨城県）より，土浦市の

実延長の推移を図-5 に示す． 
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図-5 土浦市における道路実延長の推移 

 

 
図-6 土浦市における農道・林道実延長の推移 

 

次に，『公共施設の現況』より土浦市の農道

と林道の延長について，変遷を図-6 に示す． 

農道については一時 500km 近く延長があっ

たが，現在は 0km になっている．これも，道路

の消滅と認定替えが原因だと考えられる．林道

は新治村でわずかにあったが，現在は林道も存

在しない． 

 

c) 取手市 

取手市は茨城県南部に位置し，総面積 69.96

平方 km を占める．利根川と小貝川に面してい

ることから水運に恵まれ，水戸街道の宿場町と

して発展してきた．高度経済成長期に当時の日

本住宅公団によって宅地開発が行われ，大規模

なニュータウンが建設された．さらに常磐線の

複々線化も進み人口が急激に増加した．2005 年

には藤代町を編入した． 

『道路現況調書』（茨城県）より，取手市の

実延長の推移を図-7 に示す． 

 

 
図-7 取手市における道路実延長の推移 

 
図-8 取手市における農道・林道実延長の推移 

 

次に『公共施設の現況』より取手市の農道と

林道の延長について，変遷を図-8 に示す． 

現在農道として管理される道路は 0km であ

り，これも道路の消滅と道路法の道路への認定

替えが原因だと考えられる．林道として管理さ

れた道路は，1973 年から現在まで確認されなか

った． 

 

4.2 基準年次法に基づくストック推計 

 

(1)  2003年度の茨城県道路資本ストック推計

結果 

2003年度の純ストック額上位 5市町村と下位

5 市町村を表-1，市町村別粗資本ストック額お

よび純資本ストック額の推計結果をそれぞれ

図-9，図-10 に示す． 

2003 年度の茨城県全体での粗資本ストック

額は約 4 兆 2600 億円であり，償却処理を行っ

た純資本ストック額は約 3 兆 0000 億円であっ

た．また 2003 年度の純資本ストック額上位 5

市町村と下位 5 市町村を示す．上位 5 市町村は

人口規模の大きい市町村が並んでおり，下位市

町村は人口規模の小さな市町村である．（なお，

市町村名は市町村合併後 2009 年時点での区分

になっている．） 
 

表-1  市町村別道路純資本ストック額上位・下位5市町村

(2003年度) 
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図-9  市町村別道路粗資本ストック額(2003年度) 

 

 
図-10  市町村別道路純資本ストック額(2003年度)  

 

 

(2)  2009年度の茨城県道路資本ストック推計

結果 

2009年度の純ストック額上位 5市町村と下位

5 市町村を表-2，市町村別粗資本ストック額お

よび純資本ストック額の推計結果をそれぞれ

図-11，図-12 に示す． 

2009 年度での茨城県全体での粗資本ストッ

ク額は約 4 兆 7000 億円であり，償却処理を行

った純資本ストック額は約 3 兆 2000 億円であ

った．2009 年度のストック額上位 5 市町村と下

位 5 市町村は表-2 より，2003 年度同様，上位 5

市町村は人口規模の大きい市町村が並んでい

るが注目すべきは「小美玉市」であり，2006 年

の合併に伴う「小川村」「美野里村」「玉里村」

のそれぞれのストック合計によるストック額

の上昇と，2010 年の茨城空港の開港に伴う道路

基盤の整備のための投資額の増加が原因と考

えられる．それを裏付けるものとして神栖市や

筑西市といった市町村は，償却を考慮しない粗

資本ストックでは小美玉市よりも高いストッ

ク量が算出されたが，純資本ストックの推計結

果では，償却の期間が少ないため，その 2 県を

よりも高いストック量を算出する結果となっ

た．また，下位市町村は人口規模の小さな市町

村であることも推計結果から確認できた（五霞

町は 2009 年時点の人口は 9472 人）．これを裏

付ける資料として 1972 年から 2009 年までの目

的別決算額の推移を見ると，1990 年代後半から

2003年時点では残存ストック量第 5位であった

筑西市や次ぐストック量を算出した古河市も

軒並み市町村ごとの決算額が下落しているが，

小美玉市は徐々に決算額が上昇し，2009 年時点

での決算額は筑西，古河の両市長村を上まわっ

ていることを確認した． 

 

 
表-2  市町村別道路純資本ストック額上位・下位5市町村

(2009年度) 
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図-11  市町村別道路粗資本ストック額(2009年度) 

 

 

図-12  市町村別道路純資本ストック額(2009年度) 

 

(3)  既存の間接推計法の推計結果との比較に

よる考察 

a) 県単位での比較と考察 

2003 年時点での粗資本ストックの推計を行

うと，本研究が約 4 兆 2600 億円であるのに対

して，同ストック推計手法を用いた嶋田(2012)

は約 4 兆 9000 億円，PI 法によるストック推計

を行った内閣府政策統括官(2007)は約 4 兆 7200

億円であった．しかし償却率を考慮した純資本

ストックでは最も大きな粗資本ストック額を

推計した嶋田(2012)の純資本ストック額は変わ

らず，約 3 兆 6600 億円と他の 2 推計を抜いて

いる．本研究が純資本ストック約 3 兆 0000 億

円であるのに足して内閣府政策統括官(2007)は

約 2 兆 6000 億円と本推計よりも少ないストッ

ク額を算定している．（図-13） 

これらの分析結果から，嶋田(2012)の推計結

果は，既存研究の紹介の段階で課題点であった

『行政投資実績』による名目投資額算定の際に

維持補修費を含んだ投資額を積み上げストッ

クを推計したことで過大にそのストックを推

計したと考えられる．他の統計資料を用いて除

外した用地費に関して，嶋田(2012)は用地費取

得額の全国平均である20%を投資額から控除し

ていたが『道路統計年報』を用いて過去5年間

の建設的経費に占める用地費の割合を求める

と，茨城県の用地費額の平均は20%前後と全国

平均とさほど乖離していないことからも(図-6)，

名目投資額から維持補修費の金額を控除しな

かったため，過大推計を行ったものと考えられ

る．内閣府政策統括官(2007)については償却処

理(償却率4.78％)が過剰である可能性が高く，

「舗装」(9.10%)と「道路改良」(1.52%)で償却

率を分けた本推計と間に推計結果の乖離を起

こしたと考える． 

 

 
図-13  既存の推計結果との比較(2003年度) 
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図-14  『道路統計年報』より算出の関東7都道府県の過去

5年間の建設的経費に占める用地費の割合 

  

 
図-15  既存の推計結果との比較(2009年度) 

 

次に，2009 年時点で 2003 年時点と同様に粗

資本ストックと純資本ストックを算出する．粗

資本ストックに関して，本研究の推計結果が約

4 兆 7000 億円であるのに対し，内閣府政策統括

官(2012)は約 5 兆 1700 億円となっている．  

また，純資本ストック本研究では純資本スト

ックを約 3 兆 2000 億円であるが，内閣府政策

統括官(2012)は約 2 兆 6800 億円と，大幅にその

推計額を落としている．この結果は 2003 年の

ストック推計結果の場合と同様に，その償却率

の高さが原因であると考えられる．(図-15) 

  

b) 市町村単位での比較と考察 

本推計と嶋田(2012)との推計結果の間の乖離

率を示す． 

図-16 のように，主要な市町村ほどその乖離

率が高いことがわかる．本研究では嶋田(2012)

と同一の按分指標を用いている．よってストッ

ク額が高くなった主要市町村には経年で多く

の投資がされているために投資額の数値が本

推計よりも高い嶋田(2012)のストック額が乖離

を生んだと考えられる． 

図-16  道路純資本ストック額推計の乖離(2009年度) 

 

4.3 物量ストック法に基づくストック推計：直

轄国道 

 

(1)  茨城県道路資本ストック推計結果 

a) 2003年度 

2003年時点で道路資本ストックの推計を行

うとその粗資本ストック量は道路・橋梁の両合

計は約3240億円，道路のみでは1590億円であり，

橋梁のみでは約1650億円と比較的近い数値が

推計された．また，道路と橋梁の純資本ストッ

クは定率法では約1840億円，定額法では約1450

億円の純資本ストックが推計された．定額法と

定率法で400億円ほどの推計結果の差が確認さ

れたが，これは償却率の差と，サドンデス除去

による控除が原因と考えられる． 

b) 2009年度  

 2009 年時点で道路資本ストックの推計を行

うとその粗資本ストック量は道路・橋梁の両合

計は約 3250 億円，道路のみでは約 1600 億円で

あり，橋梁のみでは約 1650 億円と，2003 年時

点での道路ストック推計額に近い数値となっ

た．これは 2003 年以降に新設された国道 6 号

の日立バイパスの道路供用開始に伴うストッ

ク量の上昇が原因と考えられ，橋梁に関しては

2003 年以降に新設された橋梁が直轄国道上に

はないことが原因と考えられる．そして，算出
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された粗資本ストックに償却率を乗じると，定

率法では約 1700 億円，定額法では約 1350 億円

の純資本ストックが推計され，2003 年度よりも

低いストックが推計された．これは 2003 年か

ら 2009 年の間に新設されて上昇したストック

よりも道路全体で償却処理による純資本スト

ック量の減少が上回ったためと考えられる．

2003 年同様，定額法と定率法で 400 億円ほどの

推計結果の差が確認されたが，これは償却率の

差と，サドンデス除去による控除が原因と考え

られる． 

c) 2012年度  

2012 年時点での道路資本ストック額の推計

を行う．粗資本ストックの額は約 3250 億円，

純資本ストック額は定率法，定額法それぞれで

1800 億円，1380 億円という結果であった．2009

年時点での純ストック額よりも 2012 年での純

資本ストック額が大きくなっている事から，道

路供用開始から 15 年間隔で行われる維持補修

が 2009 年から 2012 年の間に行われ，ストック

の償却が 0 になった道路が多く存在していたた

め，2009 年よりも 2012 年の方が高い純資本ス

トック額を記録したと考えられる．定額法と定

率法によるストック額の乖離は 2003 年，2009

年同様，ほぼ同額が確認された． 

 

(2) 水戸市内の道路資本ストック推計結果 

 BY法による 2009年の水戸市の純資本ストッ

クの推計結果は約 172 億円であるのに対し，BY

法と整合性を図るため定率法を用いた PS 法に

よる推計行うと，その推計結果は約 350 億円と

大幅な差を生んだ． 

 この原因として，前章の推計からに基づき按

分されたのちの全道路のストック額から（茨城

県内全体の直轄国道面積）/（茨城県内の全道路

面積）の割合でストック額を控除し，算出した

ため，水戸市を通過する直轄国道の面積が過少

に評価されたことが原因として考えられる．こ

のように，按分指標として目的別決算額を用い

て市町村ごとに按分すると，決算額の中に含ま

れる投資額が種別に分けられず，乖離を起こす

可能性が示唆される．今回のように道路として

ひとくくりにされていた「直轄国道」を抜き出

して物量と投資額という異なる基準でストッ

クの推計を行うためには， 

① 投資対象の種類に対応する部的指標に従

って按分する 

② 按分されたのちのストック額から対象地

域の物的指標の割合と対応させた数値で

控除する 

といった方法でストック額を算出し，比較を行

うことが必要と考えられる． 

 

4.4 物量ストック法に基づくストック推計：市

町村道 

 

トンネルに関しては土浦市に 2012 年開通の

朝日トンネルがある．トンネルは工法によって

事業費が大きく変わると考えられるが，評価年

度が 2009 年であるため対象としなかった． 

つくば市内には，林道が存在する．道路台帳

には記載されていないため，林道台帳を用いて

別途推計を行った．林道台帳には幅員と延長が

記載された調書だけでなく，過去の事業費が記

述されている経過表がある． 

資産額の算出には PS 法の場合，デフレータ

処理を行う．本研究では，国土交通省作成の「建

設工事費デフレータ」の「一般道路」指数を用

いて，デフレートする．この際，当該路線の完

成年が必要となる．道路（橋梁部とトンネル部

を除く）に関して，本研究では道路台帳調書に

記載の供用年を用い，欠損しているものは当該

市町村で供用年が多い年に設定した（つくば市

1994 年，土浦市 1987 年，取手市 1986 年）． 

この供用年は必ずしも実態を表しているわ

けではないが，これ以外に指標がないことから

これを用いて償却前の価額を算定した．橋梁に

関しては相当年が経過していると考え，「建設

工事費デフレータ」で最も古い 1951 年の数値

を使った．以下，いずれも 2009 年時点での評

価である． 

 

(1)  台帳を用いた推計 

 以下，紙面の都合で林道については省略する． 

a) つくば市 

つくば市の結果を表-3～5 に示す． 

 
表-3  つくば市の道路（橋梁除く）産評価結果 

東洋大
単価

東京都
単価

総務省
単価

デフレート前 214,415 315,617 92,105

デフレート後 202,066 297,340 86,815

耐用年数48年 139,468 204,751 60,305

耐用年数15年 10,870 14,644 5,981  
（単位は全て百万円） 

 

表-4  つくば市の橋梁資産評価結果 

東洋大
単価

東京都
単価

国総研
単価

デフレート前 15,061 8,924 21,226

デフレート後 7,676 4,548 10,260

耐用年数60年 4,134 2,450 5,402  
（単位は全て百万円） 
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表-5  つくば市の道路資産価額（橋梁を含む） 

東洋大
単価

東京都
単価

国総研
単価

デフレート前 229,476 324,541 113,331

デフレート後 209,741 301,888 97,075

減価後 143,602 207,201 65,707  
（単位は全て百万円） 

 

b) 土浦市 

土浦市の結果を表-6～8 に示す． 

 
表-6  土浦市の道路（橋梁除く）資産評価結果 

東洋大
単価

東京都
単価

総務省
単価

デフレート前 108,442 160,101 49,004

デフレート後 88,466 130,514 40,193

耐用年数48年 48,807 71,877 22,402

耐用年数15年 1,106 1,473 737  
（単位は全て百万円） 

 

表-7  土浦市の橋梁資産評価結果 

東洋大
単価

東京都
単価

国総研
単価

デフレート前 18,016 10,674 22,723

デフレート後 10,113 5,992 12,535

耐用年数60年 3,706 2,196 4,582  
（単位は全て百万円） 

 

 

 

表-8  土浦市の道路資産価額（橋梁を含む） 

東洋大
単価

東京都
単価

国総研
単価

デフレート前 126,458 170,775 71,727

デフレート後 98,580 136,506 52,728

減価後 52,512 74,072 26,984  
（単位は全て百万円） 

 

c) 取手市 

取手市の結果を表-9～11 に示す． 
 

表-9  取手市の道路（橋梁除く）資産評価結果 
東洋大
単価

東京都
単価

総務省
単価

デフレート前 67,004 99,174 25,485

デフレート後 55,159 81,550 21,201

耐用年数48年 31,785 46,821 12,657

耐用年数15年 4,155 5,900 2,294  
（単位は全て百万円） 

 

表-10  取手市の橋梁資産評価結果(2009年度) 

東洋大
単価

東京都
単価

国総研
単価

デフレート前 5,484 3,249 8,067

デフレート後 2,887 1,711 4,089

耐用年数60年 1,837 1,089 2,567  
（単位は全て百万円） 

 

表-11  取手市の道路資産価額（橋梁を含む） 

東洋大
単価

東京都
単価

国総研
単価

デフレート前 72,487 102,423 33,551

デフレート後 58,046 83,260 25,290

減価後 33,622 47,909 15,225  
（単位は全て百万円） 

 

(2)  集成資料を用いた推計 

 資産評価は真値があるわけではない．資産価

値は目的に応じて様々な評価方法があり，評価

額が異なるのは当然としている．だが，他のス

トック推計と総務省による資産評価などと過

分に乖離をしていれば，その評価方法の妥当性

が失われると考えられる．そこで，比較のため

に，集成資料を用いて資産評価を行う． 

 

a) 東京都モデルによる資産評価 

東京都の『固定資産台帳整備の手引き』を参

考に算出する．茨城県土木部の協力により1974

年度以降の『道路現況調書』を全て入手するこ

とができた．1974年当時に舗装されている道路

はその時点で全て供用開始とした．1975年以降

は各市町村における舗装延長の増減を毎年把

握することで，各年の供用延長とみなした．延

長減少分は1974年のものから差し引いた．最後

にデフレータ処理を行った上で単価を乗じた．

なお，東京都モデルは減価償却をしないとして

おり，本研究でもそれに倣った．橋梁に関して

はPS法によって行うとされ，第3章で示した方

法と同じである． 

なお，ここでの評価は橋梁を除く舗装道路の

みである． 

b) 社会資本ストック推計を活用した評価 

もう一つの評価は社会資本ストック推計で

ある．市町村管理道路のみを推計したものはな

いので，既存研究の数値から按分する方法をと

らざるを得ない．都道府県から市町村管理道路

を按分するよりも市町村別の社会資本ストッ

ク額から按分を行ったほうが，誤差が小さくな

ると考え，前章の結果をもとに，茨城県提供の

「道路現況調書」から各市町村に存在する市町

村道と国県管理道の実延長で按分を行い，社会

資本ストック額を算出した． 

 
表-12  東京都モデルによる資産評価結果(2009年度) 

資産評価額 （百万円）

つくば市 325,998

土浦市 154.06

取手市 93,750  
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表-13  社会資本ストック推計の按分による結果(2009年度) 

粗ストック額 純ストック額

つくば市 232,281 150,773

土浦市 220,526 139,090

取手市 108,670 66,115  
 

(3)  推計額の比較と考察 

本節では(1)と(2)でまとめた資産価額を比較

し，その考察を行う．比較を行うに当たり，公

会計で価額が算出されているため，これに比較

について検討する．記述のとおり，総務省では

各自治体に財務書類の作成を要請している．つ

くば市と取手市は総務省方式改訂モデル（決算

統計の積み上げ）を用いている．土浦市は 2010

年度決算から基準モデルに移行した．大部分の

自治体では有形固定資産明細表を公開してお

り，道路・橋梁・街路の項目がある．この数値

を用いて，結果の比較と考察を行うこととした．

なお，土浦市については有形固定資産明細表を

公開していなかったため関係部署に問い合わ

せ，道路の用地を除く施設について 2012 年度

の減価償却後の数値が判明した．減価償却前の

価額については資産老朽化比率から逆推定を

行った． 

 

 
 

図-17 つくば市舗装道路の実質化後資産評価額 

 

 

 
 

図-18 土浦市舗装道路の実質化後資産評価額 

 
図-19 取手市舗装道路の実質化後資産評価額 

 

総務省単価の価額がほかの単価を用いたも

のと比べて低くなっている．舗装単価の中で一

番低いものがあることから，3市には幅員の小

さい道路が多く存在する大きく変わることが

推測される．つくば市と取手市の乖離率より，

総務省単価のものが財務書類に近い値となっ

た．単価の設定によっては乖離率が250%以上に

なった． 

3 市における実質化後の価額から，つくば市

のみ傾向が異なっている．土浦市と取手市は価

額が大きいものから，ストック額 ＞ 東京都モ

デル ＞ 東京都単価 ＞ 東洋大単価 となって

いるのだが，つくば市は 東京都モデル ＞ 東

京都単価 ＞ ストック額 ＞ 東洋大単価 とな

っている．この原因として考えられるのは，ス

トック額の過小推計である．道路統計年報には

茨城県の項目があり，これをもとに按分を行っ

ている．ここで道路統計年報を注意深く観察す

ると，都市機構の事業費が載っている．これは

全国集計されたものである．筑波研究学園都市

の建設は旧日本住宅公団（現 都市機構）が主

導していた．この金額がストック額に反映され

ず，ストック額が過少に推定されている可能性

がある．また，財務書類上も建設はつくば市（当

時の 6 町村）が発注したわけではないので，計

上されない．民間の団地開発についても通常は

事業者が建設を行い，それを市町村が移管を受

けて管理するという方法を採っている． 

このように，PS法では，PI/BY法とことなり，

移管の実態を適切に反映する可能であるとい

う大きな利点があることが確認できた． 

 

4.5 物量ストック法に基づくストック推計：県

管理の道路 

 

(1)  物量ストック法適用の課題と簡易な方法

の提案 
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本研究ではいずれも対象地域を絞った上で

実際に推計を行っており，本研究と同様の手法

を，対象地域を拡大して適用するとなると茨城

県全域を対象に行うだけでも相当の労力を要

することが予想される．そこで，本章では既存

データを用い労力の要する作業を極力省いた，

より簡易な PS 法の適用可能性を示す．本章で

の対象は土浦市に存在する県管理道とする． 

 県管理道における PS 法適用手法では，3 章で

示した通り幅員の情報付与に道路台帳図を，供

用開始年の情報付与に道路台帳図，茨城県報に

よる告示，路線認定調書を用いている．中でも

道路台帳図を用いた情報付与は，土浦市内のみ

においてもその枚数は膨大であり，かつ手作業

による付与であるためその作業量は甚大であ

る．また，道路台帳図は図面上の情報として茨

城県では紙上で管理されているが，現在台帳の

電子データでの管理と端末上の閲覧を可能と

するよう整備を進めている．しかし，従来手書

きにより作成されていた台帳を新規分は CAD

を用いて作成するとともに，手書き分も順次

CAD による書き換えを行っているが，膨大な量

を管理しているため全台帳の電子化について

は目途が立っていないため，現状では手作業に

よる情報付与以外の方法はないと考えられる． 

 そこで，簡易な PS 法として道路台帳図を用

いない手法を検討する．道路台帳図を用いない

ことの影響としては，道路幅員において全箇所，

道路供用開始年において一部箇所に情報付与

が行えないことが挙げられるため，当該箇所に

おける情報の補完手段を考える必要がある．こ

こでは，道路供与開始年に関しては，他に供用

開始情報を記載するデータベースが存在しな

いため，茨城県報による告示と，路線認定調書

を用いて補完を行うこととする．道路幅員に関

しては， 3 章で示した通り DRM に予め

「HUKUIN」として車道幅員の情報が収録され

ているため，こちらの利用を考える． 

 PS 法によるストック額推計では道路情報の

パラメータ設定に大きく推計結果が依存する．

そのため，簡易な PS 法に用いる情報の精度を

認識する必要がある．車道幅員の DRM 収録情

報と道路台帳図記載情報との幅員別延長割合

の比較を図-20 に示す． 

DRMは3章で説明した通り，一部上り線と下

り線が分割され2本の道路中心線で構成された

箇所が存在するため，その箇所は「HUKUIN」

の数値を2倍して車道幅員を算出している．道

路台帳図とDRMでは幅員別の延長割合に大き

な差が生じていることが図-20から分かる．そこ

で，幅員による推計結果の乖離を防ぐため，道

路交通センサスを用いた情報付与を検討する．

道路交通センサスと道路台帳図の幅員別延長

割合の比較を図-21に示す． 

道路交通センサスの幅員情報は，道路台帳図

と DRM ほど大きな差が生じていないことが分

かる．情報精度の面からは道路交通センサスを

用いる方が望ましいと考えられる．一方，道路

交通センサスは路線を複数区間に分割し情報

をまとめているが，情報付与には道路台帳図と

同様 DRM への手作業による入力を行う必要が

ある．本章で説明した通り，簡易な PS 法では

労力を極力かけない手法の検討が求められる

ため，道路交通センサスの幅員情報入力作業に

伴う労力を考慮する必要がある． 

簡易な PS 法によるストック額推計に用いる

情報を 4 章で示した手法に用いる情報と比較し，

表 5-3 に示す．なお，単価，耐用年数，デフレ

ータの項目は 4 章で示した手法と簡易 PS 法の

両手法において同様のものを用いる． 

26.9%

57.0%

57.7%

43.0%

15.3%

0% 50% 100%

DRM

道路台帳図

13.0m以上

5.5m以上13.0m未満

5.5m未満

図-20  道路台帳図とデジタル道路地図の車道幅員別延長割合 

 
図-21  道路台帳道路交通センサスの車道幅員別延長割合 
  

表-14  簡易な物量ストック法に用いる情報 
 第 3 章の手法 簡易な PS 法に

よる手法 

物

量 

道路延長 DRM DRM 

道路幅員 道路台帳図 道路交通センサ

ス 

橋梁 橋梁台帳 橋梁台帳 

トンネル トンネル台帳 トンネル台帳 

供用開始年 道路台帳図，茨

城県報， 

路線認定調書 

茨城県報， 

路線認定調書 
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(2)  土浦市内の茨城県管理道路のストック額推計 

土浦市に存在する補助国道，県道を対象に4

章，5章の手法を用いてそれぞれストック額の

推計を行った．結果を表6-1，図6-1に示す． 

3 章で説明した手法に比べ，簡易 PS 法によ

る手法ではストック額が小さく推計された．図

5-2 に示す通り物量の情報設定に大きな差は存

在していないが，道路台帳図を用いないことで

供用開始年の情報量に大きな差が生じ，実質化

処理，減価償却を行うことにより両手法のスト

ック額に対し影響したと考えられる．特に，本

研究の手法では耐用年数を経過した路線はス

トック額が 0 と計上されてしまうことから，多

くの箇所で路線認定調書の供用開始年を用い

て情報付与を行った簡易 PS 法では，償却額が

大きく計算されてしまったと考えられる． 

次に，4章の手法を用いて土浦市に存在する

茨城県管理の橋梁を対象にストック額推計を

行った．推計結果を表-16，図-23に示す． 

 
表-15  土浦市の推計結果（道路）            (百万円) 

実質化後 減価償却後
実質化後
(簡易PS法)

減価償却後
(簡易PS法)

14,300 9,638 8,861 4,135  
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図-22  土浦市の推計結果（道路） 
 

表-16  土浦市の推計結果（橋梁）    (百万円) 

実質化
後

減価
償却後

実質化
後

減価
償却後

実質化
後

減価
償却後

10,381 6,102 18,390 10,994 23,745 14,154

東京都単価 東洋大単価 国総研単価

 
 

 
図-23  土浦市の推計結果（橋梁） 

 

(3)  移管によるストック額への影響 

茨城県報による供用開始，区域変更の告示情

報に記載されている移管情報を用いて移管部

分の推計を行い，その影響を確認した．茨城県

報には平成 13 年度から平成 24 年度までの管理

移管情報が記載されており，全 164 件，総延長

149.5 ㎞の管理移管が存在し，そのすべてが県

道から市町村道への旧道移管であった．なお，

推計を行うにあたり移管箇所が多岐にわたり，

正確な所在の特定が困難な箇所があったため

前章で示した手法を適用することができなか

った．そのため本推計では表-17の情報に限り，

前章の手法とは異なる情報設定を用いて推計

を行う． 

 茨城県全体のストック額と比較すると影響

はごく小さなものととらえられる．そこで移管

によりストック額に大きな影響が出ると思わ

れる以下の 2 路線について，路線ごとの推計を

行った．県道 62 号線は供用開始の新しい箇所

での移管箇所が多く，県道 206 号線は延長に対

する移管箇所が多いため選定した． 

 県道 62 号線，県道 206 号線の現況を表-18 に

示す． 

移管部分を含む推計値と含まない推計値を

算出し，両者の比較を行った．表-19 に推計結

果を示す．茨城県全体の影響は僅かだが，大き

な影響を生じる路線も存在する．特に，県道 62

号線のように，供用開始年の新しい路線におけ

る管理移管はストック額に大きな影響を生じ

ることが考えられる． 

 
表-17  移管部分の推計に用いる情報 

 道路幅員 供用開始年 

所在が特定可能 DRM 路線認定調書，

茨城県報 

所在が特定不可能 一律 5.5ｍ以上

13.0ｍ未満 

路線認定調書 

百万円 

百万円 
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表-18  県道 62号線，県道 206号線の現況 
路線名 供 用 開

始年 

DRM

延長 

（ｍ） 

移管 

部分 

延長 

（ｍ） 

移管 

件数 

常陸那

珂港山

方線 

62 1994 年 36,811 7,564 3 件 

新川江

戸崎線 

206 1966 年 20,800 9,301 3 件 

 

 
表-19 道 62号線，県道 206号線の推計結果 

路線 実 質 化

後価額 

減価償却

後価額 

県道62号線 移管部分を含む 6,634 4,311 

移管部分を含まない 5,380 3,528 

県道206号線 移管部分を含む 1,721 705 

移管部分を含まない 1,304 688 

（単位は全て百万円） 
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第５章 応用一般均衡モデルを用いた道路資本ストッ

クの毀損を想定した社会経済分析 

 

 

 

 

5.1 社会経済分析の概要 

 

(1)  モデルの概要 

本研究で扱う経済モデルは，応用一般均衡モ

デルを空間的に拡張した，空間的応用一般均衡

（spatial computable general equilibrium, SCGE）

モデルである．本研究では日本全国を市町村に

対応する1,860ゾーンに分割している．これによ

り，施策や自然災害等による道路資本ストック

の変化が経済に及ぼす影響の市町村レベルで

の分析が可能となっている． 

 

 

(2)  地域・産業分類 

経済データは，2010年時点の行政区分に基づ

き全国1,860地域（市区町村レベル，ただし一部

離島等は統合）で整備する．これにより，市区

町村単位の詳細な地域経済分析が可能となる． 

産業分類は，下表に示す22分類とする（県民

経済計算をもとに，「農業」「林業」「水産業」

を「農林水産業」に統合したもの）． 

 

表-1  経済データの産業分類（22 分類） 

No 産業分類 

1 農林水産業 

2 鉱業 

3 

製造業 

食料品 

4 繊維 

5 パルプ・紙 

6 化学 

7 石油・石炭製品 

8 窯業・土石製品 

9 一次金属 

10 金属製品 

11 一般機械 

12 電気機械 

13 輸送用機械 

14 その他の製造業 

15 建設業 

16 電力・ガス・水道業 

17 卸売・小売業 

18 金融・保険業 

19 不動産業 

20 運輸・通信業 

21 公務 

22 サービス業 

 

 
 

5.2 分析に用いるモデル 

 

(1)  モデルの概要 

本研究で構築するモデルにおける生産・分

配・支出面のメカニズムのイメージは，以下の

通りである．GTAPモデル等などでは貯蓄と投

資が内生的に変化するが，本モデルではベンチ

マーク値で固定されている．また，代表的家計

の効用はGTAPモデルでは民間消費，政府支出，

投資の3要素に依存しているが，本モデルでは
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民間消費と政府支出，投資を最終需要量として

扱い，厚生は最終需要量のみに依存している． 

同じゾーンでは生産に係わる生産要素の投

入がなされ，生産物が移出されるが，生産の際

に投入された労働と資本は通勤，出資で所得を

得て，最終需要などの支出の段階になる． 

 

 

(2)  変数の定義 

モデル式内のサフィックスは，以下のとおり． 

 財の生産と消費に係わる地域（ゾーン）を表

すサフィックス：  Ii ,,,,2,1 I  

財を表すサフィックス： 

  Mm ,,,,2,1 M   

 (3)  企業行動モデル 

企業は収穫一定の技術の下で中間財，本源的

生産要素を投入して生産を行う．企業は利潤の

最大化を目的として生産量（付加価値）を決定

する．本源的生産要素としては労働と資本の 2

つを考える．全ての市場は完全競争市場である

とし，全ての企業は価格受容者として行動する．

生産関数では本源的生産要素が Cobb-Douglas

型生産関数を通じて統合されて合成本源的生

産要素（＝付加価値）となる． 

 max m Ym m m m

yi i i i i i ip Y w L r K    (1) 

   
1m m

i im m m m

i i i iY L K
 




    (2) 

生産の双対性より，利潤最大化行動は費用最

小化行動を意味するため，生産の費用関数を定

義することができる．収穫一定の仮定を置いて

いるので単位費用関数（生産量一単位当たりの

費用関数）を定義できる．費用最小化行動より

資本と労働の投入は費用を最小化するように

選択されるため，上式から合成本源的要素の単

位費用関数（一単位の合成本源的要素を得るた

めに必要な最小費用）を定義できる． 

 
   

   

1

1

1

m m
i i

m m
i i

i iYm

i
m m m

i i i

w r
p

 

 

  








    (3) 

一方，本源的生産要素の需要量は利潤最大化条

件より以下のように導出される． 
m

m Ym mi
i i i

i

L p Y
w


                  (4) 

1 m
m Ym mi
i i i

i

K p Y
r


             (5) 

 

(4)  地域間輸送部門の行動モデル 

地域間の移出入は地域間輸送部門（地域間輸送

会社）が担うものであるが，本モデルでは財・サ

ービス毎に地域間の輸送部門（輸送会社）が存在

すると仮定して，移出財に対して輸送サービスが

派生的に発生することに加え，地域間交易の合成

は Armington 仮定を採用する． 

まず，輸送サービスについて記述する．各ゾー

ン（ここでは 1,2 ゾーン）の企業が生産した付

加価値（Ym
i）は消費地に移出されるが，その輸

送に関してはゾーン間の輸送会社が行うもの

とし，その輸送会社のサービス需要量(Tm
ij)が移

出量（Zm
ij）に加算される． 

輸送サービス（Tm
ij）と移出財（Zm

ij）は Leontief

型の生産関数で統合されて合成移出入財(Mm
ij)

を生成する．  

min

m m

ij ijm

ij m m

ij ij

Z T
M

a b

 
  

  

   (6) 

レオンチェフ型の生産関数を用いているため，

輸送サービス（Tm
ij）と移出財（Mm

ij）の需要量

は以下のようになる． 
m m m

ij ij ijZ a M    (7) 

m m m

ij ij ijT b M    (8) 

この m 財を ij 間で輸送する輸送サービス（Tm
ij）

は代表的家計によって生産されるため，ゾーン

j の代表的家計の所得に生産量が加算される． 
T Tm m

j ij ij

m i

Q P T    (9) 

次に，移出構造について記述する．本モデル

でも産業内貿易（Cross-hauling）を説明するた

めに Armington 仮定を採用する．異なった生産

地の財は CES 関数を通じて統合される．地域間

輸送会社の定式化は以下のとおりである． 

min Cm m m

j ij ij

i

p p M   (10) 

 
1 1

M

M M

Mm m m

j ij ij

i

A M



 


  

  
  


 (11) 

この費用最小化問題を解くことで，以下のよう

な（単位）費用関数を導出することができる．

この価格はアーミントン財価格であり，家計の

需要関数で用いられる価格にもなる． 

   
1

11
MM M

Cm m m

j ij ij

i

p p
 


 

  
 
  (12) 

この（単位）費用関数より，Shephard の補題よ

り，以下のように交易財(M)に対する単位需要

関数(g)を投入要素価格による偏微分で得る． 
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M

Cm m Cm

j ij jM

ij m m

ij ij

p p
g

p p



 
   
   

  (13) 

地域 j の地域 i からの移入に対する総需要 Mm
ij

は am
ijA

m
jで与えられる． 

M

m Cm

ij jm m m m

ij ij j j m

ij

p
M g A A

p



 
   

  

  (14) 

 

(5)  家計行動モデル 

各地域には家計が存在し，自己の効用が最大

になるよう自地域と他地域からの財を合成し

たアーミントン財を消費するとする．このよう

な家計行動は所得制約下での効用最大化問題

として定式化しており，効用関数はコブダグラ

ス型と仮定している（代替の弾力性＝1）． 

ここで，分配と支出の関係を反映させる．労

働では勤務地 i で得た分配所得を居住地 j に持

ち帰り，居住地で支出する．また，資本では居

住地 j の家計が地域 i に立地している企業に出

資することとする． 

定式化は以下のとおりである．所得制約下で

の効用最大化問題であるが，所得は当該ゾーン

の家計が他ゾーンでの通勤によって得る労働

所得や他ゾーンへの投資による資本所得に，輸

送サービス企業の生産のための予算で構成さ

れている． 

 max.
m
jm

j j

m

U X


   (15) 

Cm m T

j j j j j

m M

p X LI KI Q


    (16) 

これらより，消費財の最終需要の需要関数が得

られる． 

 
m

jm T

j j j jCm

j

X LI KI Q
p


    (17) 

Xm
j：家計の居住地（消費地）のゾーン j での m

財の消費量 

LIj：家計の居住地（消費地）のゾーン jでの労働

所得 

KIj：家計の居住地（消費地）のゾーンｊでの資本

所得 

βm
j：分配パラメータ 

ここで，ゾーン j の労働所得は勤務先のゾーン

i への労働供給（通勤者数）にゾーン i の賃金率

wiを乗じて算出され，ゾーン j の資本所得は出

資先のゾーン i への資本供給量にゾーン i のレ

ンタルコスト riを乗じて算出される． 

j i ji

i

LI wlsi    (18) 

j i ji

i

KI rksi    (19) 

 

(6) 市場均衡条件式 

SCGEモデルの方程式体系は価格に対してゼロ

次同次であり，どのような場合でもワルラス法則

が成立するため，全ての財の超過需要額の総和が

常にゼロであり，他の全ての財の超過需要がゼロ

であれば，当該財の超過需要はゼロとなる．その

ため，SCGE モデルの方程式体系の 1 本は冗長で

あり，生産要素市場のうち，1 つの価格をニュメ

レール財として，その価格以外の財の価格を超過

需要がゼロとなるように調整する．  
m

i i

m M

L LS


 （労働市場）  (20) 

m

i i

m M

K KS



（資本市場：ニュメレール）

     (21) 
m m

j jA X
 （アーミントン財市場） 

     (22) 
m m

i ij

j

Y Z   （生産物市場） (23) 

(6) パラメータの設定 

 通常，SCGEモデルでは弾力性を設定して，そ

の他のパラメータはキャリブレーションで設

定される．本モデルで設定が必要な弾力性は地

域間輸送における代替の弾力性(σM)であり，

本シミュレーションでは2.0と設定している． 
 

5.3 道路資本ストック毀損の影響分析 

 

ここでは，PS法の特性を活かした空間での影

響分析を行うため，PS法による道路資本ストッ

ク額推計と経済モデルによるシミュレーショ

ンを連動させ，市町村内の道路資本ストックの

空間的な分布の偏りが道路の機能低下による

経済への影響にどのような違いをもたらすか

についての分析を行う． 

 

(1)  道路資本ストックの機能低下の経済モデ

ルにおける設定方法 

経済モデルによる推計にあたっては，道路資

本ストックの毀損を，シミュレーションを適用

する市における全産業の生産関数の全要素生

産性（TFP）の変化として表現する． 

ここでは，生産関数の全要素生産性（下式 η）

が 30％低下すると仮定し，自地域及び他地域へ

及ぼす影響を把握する． 

 ここでは，同一市内での道路資本ストックの

地理的分布による経済影響の違いを分析する
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ため，道路資本ストックの毀損による全要素生

産性の低下率 δを道路資本ストック額の分布率

で按分する．すなわち， 

'm m

i n i        (24) 

δ：道路資本ストック毀損による企業の生産

効率の低下率 

δ’：道路資本ストックの地理的分布を考慮

した企業の生産効率の低下率 

γ：ゾーン i 内小エリアでの道路資本ストッ

ク額が全体に占める割合 

i：ゾーンを表す添え字，n：ゾーン i 内の小エ

リアを表す添え字，m：産業を表す添え字 

道路資本ストックの毀損以前のゾーンiにお

ける産業mの生産関数を以下の通りとする． 

   
1

,
m m
i im o m m m

i i i iY L K
 




   (25) 

また，道路資本ストックの毀損後のゾーン i

における産業mの生産関数は以下の通りである． 

   
1

, '
m m
i im w m m m m

i i i i iY L K
 

 


    (26) 

Y：付加価値額，L：資本投入量，K：労働投

入量 

α：企業の生産関数の分配パラメータ 

η：企業の生産案数の効率パラメータ（全要

素生産性） 

δ’： 道路資本ストックの地理的分布を考慮

した企業の生産効率の低下率 

i：ゾーンを表す添え字 

m：産業を表す添え字 

o：道路資本ストック毀損以前を表す添え字 

w：道路資本ストック毀損以降を表す添え字 

   

(2)  経済効果の計測方法 

市町村別の道路機能低下による経済への影

響は，付加価値額の変化量及び帰着便益で計測

する． 

a) 付加価値額の変化量による計測 

 , ,m w m o

i i i

m

Y Y Y   ,
i

i

Y Y    (27) 

⊿Y：道路資本ストックの毀損による付加

価値額の変化量 

b) 帰着便益による計測 
w o

oi i

i io

i

U U
EV I

U


  , 

i

i

EV EV  (28) 

EV：等価変分，U：家計の効用 ，I：家計

の所得  

i：ゾーンを表す添え字 

 

(3)  シミュレーションの概要 

ここでは，道路路資本ストック毀損の影響推

計のシミュレーションを 3 つのケースを想定し

て土浦市に適用する． 

i) 土浦市全域の道路資本ストックが毀損され

るケース 

 このケースでは，土浦市全域の道路資本スト

ックが毀損された想定でシミュレーションを

適用する．このケースをベースとして，同一市

内での道路資本ストック額の地理的な分布が

経済に与える影響を推計する． 

ii) 旧土浦市の道路資本ストックが毀損される

ケース 

このケースでは，旧土浦市の道路資本ストッ

クが毀損された想定でシミュレーションを適

用する．なお，旧土浦市とは，2006 年に旧新治

村が編入される以前の市域である．旧土浦市は

面積では土浦市全域の 74.0％を占めるが，道路

資本ストック額では 83.4％を占める． 

iii) 土浦市中心市街地の道路資本ストックが毀

損されるケース 

このケースでは，土浦市中心市街地の道路資

本ストックが毀損された想定でシミュレーシ

ョンを適用する．土浦市中心市街地は面積では

土浦市全域の 1.2％を占めるが，道路資本スト

ック額では 10.1％を占める． 
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図-7  シミュレーションを適用する土浦市の位置 

 

(2)  推計結果 

a) 付加価値額への影響 

土浦市における道路資本ストック毀損によ

る付加価値額への影響は，土浦市全域における

全産業の全要素生産性が30％低下した場合は

約647億円の減少，旧土浦市の場合は約527億円，

土浦市中心市街地の場合は約60億円となった． 
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図-7  土浦市全域の道路資本ストック毀損による付加価

値額変化量の地域別割合 
 

b) 負の便益（EV） 

土浦市における道路資本ストック毀損によ

る負の便益は，土浦市全域における全産業の全

要素生産性が30％低下した場合は約-1,775億円，

旧土浦市の場合は約-1,457億円，土浦市中心市

街地の場合は約-169億円となった． 
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図-8  土浦市全域の道路資本ストック毀損による負の便

益の地域別割合 

 

c) 推計結果のまとめ 

土浦市全域，旧土浦市，及び土浦市中心市

街地の道路資本ストックが毀損されたケース

でそれぞれ経済への影響の推計を行った．下

表の通り，土浦市全域に占める割合は，面積

では旧土浦市 74.0％，土浦市中心市街地 1.2％

である．一方，道路資本ストック額では旧土

浦市83.4％，土浦市中心市街地10.1％である． 

 道路資本ストック毀損の経済影響推計の結

果，面積では土浦市全域の 74.0％を占める旧

土浦市における道路資本ストック毀損の影響

は，付加価値額変化量では 81.5％，負の便益

では 82.0％を占める．同様に，面積では土浦

市全域の 1.2％程度である土浦市中心市街地

における道路資本ストック毀損の影響は，付

加価値額変化量では 9.3％，負の便益では

9.5％を占める結果となった． 

 このように，道路資本ストック額は同一市

内においても分布に偏りがあるため，その毀

損等による経済効果の推計等を行う際には面

積等による按分では過小評価となる場合があ

り，道路資本ストック額を PS 法によって推

計しておくことが重要となる． 

 

 

 
 表-2  土浦市における道路資本ストック毀損の推計結果まとめ 

 

 
土浦市全域 旧土浦市 

土浦市 

中心市街地 

面積（km2） 122.9 91 [74.0%] 1.5 [1.2%] 

道路資本ストック額（億円） 966.1 805.8 [83.4%] 97.7 [10.1%] 

付加価値額変化量（億円） –647 –527 [81.5%] –60 [9.3%] 

負の便益（億円） –1,775 –1,457 [82.0%] –169 [9.5%] 

注：[ ] 内は土浦市全域に占める割合
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第６章 総括 

 

 

 

 

6.1 本研究の成果 

 

第1章で，社会資本あるいはその一部である

道路資本ストック推計の意義を再確認し，既存

の社会資本ストック推計の手法と実際の推計

事例を整理した．これらの推計では地理的区分

は主に一国単位や都道府県単位での推計がほ

とんどであり，市町村単位での推計を行った研

究は稀であることや減価償却をストックの推

計結果に反映させた推計も少ないことが特徴

として挙げられる．また，道路資本における推

計は間接推計の投資額の積み上げによるスト

ック推計を行ったものしか存在していないこ

とが確認できた． 

そこで本研究では，既存の研究の方法論を踏

襲しながら，地理的区分を市町村単位に落とし

込んだ推計を行い，既存の研究では解決されな

かった課題を解決することで道路資本ストッ

クの精緻化を目的とした間接推計法による推

計を行った．また，先行研究を概観しても，い

ずれも間接推計であるPI法，BY法によるストッ

クの推計であり，物量単位でストックを推計す

るPS法による推計は行われていない．それを受

け，先行的に行われていない物量単位での道路

資本ストックの推計を行い，既存のストック推

計の結果と比較することで新たに物量単位で

の推計実施の妥当性を検討した．  

名目投資額の算定で基礎とする統計資料に

関して，間接推計において最も重要である推計

期間の投資額のフローを，断絶・改廃なく，一

定の基準で集計した資料を推計に用いる必要

性がある．本研究に先んじて市町村別社会資本

ストック推計を行った嶋田(2012)では，名目投

資額の算定には『行政投資実績』を用いた．そ

こでは，固定的資本形成のための投資額の算出

に維持補修にかかる費用および用地費も含ん

だ数値が用られていた．しかしながら，間接推

計のPI，BYの両手法において，ストックの推計

のためには毎年の新設改良費を積み上げる必

要があることから，『行政投資実績』は適切で

はないと考えられる．また，嶋田(2012)は名目

投資額にしめる用地費額の控除のために他の

統計指標を用いて投資額から用地費を取り除

き，毎年の投資額を算定していたが，この手順

によって算出された投資額には若干の過大・過

少控除が発生すると考えられ，推計の妥当性の

観点から同手順をおこなって投資額を算出す

ることに疑問が残っていた．そこで本研究では，

西村・宮崎(2012)に倣い，毎年の新設改良費を

建設的経費と定義し，用地費額とともにその金

額が明確である『道路統計年報』を用いて投資

額を算出し，推計を行った． 

PI法，BY法の両手法はいずれも間接推計であ

り，物量によってストック推計を行う直接推計

で道路資本ストックの推計を行った研究は見

当たらない．そこで本推計では，物量データを

もとにストックの推計を行うPS法でストック

推計を道路資本に関して行うことで，道路資本

の物量単位でのストック推計の妥当性を検討

した．  

PS法によってストック推計を行うことで，そ

の特性から，関連する情報の整備が進めば，路

線や構造物といった個別の資本ごとに交通量

や資本の陳腐化といった場所・区間ごとの償却

を反映させることが可能と期待される． 
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表-1  管理主体別の利用情報 

 直轄国道 県管理道 市町村道 

物量 道路延長 DRM DRM 道路台帳調書 

道路幅員 DRM 道路台帳図 道路台帳調書 

橋梁 MICHI 橋梁台帳 橋梁台帳 

トンネル ―  トンネル台帳 （トンネル台帳） 

供用開始年 事業年報 道路台帳図，茨城県報，

路線認定調書 

道路台帳調書 

単価 東洋大学PPP研究セン

ター 

東洋大学PPP研究セン

ター，東京都，総務省，

国総研 

東洋大学 PPP 研究セ

ンター，東京都，総務

省，国総研 

耐用年数 根本（2011） 財務省法令，総務省 総務省 

デフレータ 建設工事費デフレータ 建設工事費デフレータ 建設工事費デフレータ 

 
 

 
表-2  管理主体別の情報付与作業 

 
 

 利用情報 作業内容 

直轄国道 事業年報， 

MICHI 

ArcGIS 上での DRM へ

の事業年報情報の付与 

ArcGIS 上での MICHI

を用いた橋梁情報マッチ

ング作業 

県管理道 道路台帳

図， 

茨城県報， 

ArcGIS 上での DRM へ

の道路台帳図，茨城県報

に記載情報の付与 

市町村道 道路台帳

調書， 

橋梁台帳， 

林道・農道

台帳 

各台帳の必要項目のリス

ト化 

 
 

6.2 今後の課題と道路政策・行政へ向けた利活

用方策 
 

(1)  地域性と路線の実情等を考慮した資産評

価の可能性 

第 5 章では路線別による資産評価について方

法を検討し，第 7 章ではその結果を示した．た

が，データが豊富にある場合，路線別で評価を

しているため，より細かい事柄について考慮で

きる．本研究第 I 部ではデータ入手の都合上，

舗装単価と橋梁の単価を 3 市全て同じに設定し

ているが，地域によって変更することが可能で

ある．例えば，寒冷地においては除雪のために

ロードヒーティングと消雪パイプなどの融雪

装置が取り付けられていることがある．これら

の施工単価が分かれば，寒冷地での価額を算出

することができる．特にロードヒーティングの

場合，全道路路線に設置されるわけではないこ

とから，集計量で把握しているよりも正確に評

価をできる． 

また，交通量の多い箇所では，高級舗装やコ

ンクリート舗装が施される．これらも，ある一

部の路線にのみ行われるもので，他の簡易舗装

と比べて，施工単価はもちろん劣化の進行具合

も異なる．したがって，路線別で評価を行うこ

とでより路線の実情を考慮できると考えられ

る． 

 

(2) 他のデータとの連携可能性と今後の道路

管理の情報整備方策 

1990 年 代 か ら CALS/EC （ Continuous 

Acquisition and Life-cycle Support / Electronic 

Commerce）の導入が進み公共事業における工事

図面などの成果品を電子納品させることが行

われている．だが，土木学会（2007）によると，

これらの成果品は全て電子納品されているが，

その有効活用はほとんどなされていない．維持

管理の際に電子納品データを有効に使うこと

などが検討されているが，本格的な準用は実際

に行われていない．膨大な電子データが効果的

に活用されることで，「データ」が「情報」に

なり，「知識」へと一般化されて社会に広く共

有されることが必要だとしている． 

近 年 で は CIM （ Construction Information 

Modeling / Management）といったコンピュータ

上で 3 次元情報のデータを扱う取り組みが始ま

っている．CIM は立体的な描写が可能になるこ

と，そのモデルを用いて構造解析などを行うこ

と，施工のシミュレーションできることから，

設計・施工段階で特に注目されている． 

電子納品の図面や CIM には道路台帳では追
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うことのできない，設計時の様々な情報が記載

されている．本研究では用いなかったが，橋梁

台帳に橋梁の下部工という項目があるのだが，

ほとんどが不明とされていた．設計図面では下

部工についても正確に設計しているはずであ

り，それを正確に把握できる．これは PS 法に

よる資産評価だけでなく，例えば橋梁が損傷し

た場合にその対応策を検討する際に，このよう

な物的データといった基礎資料は重要となる．  

一方では過去の事業費といった金額情報も

正確な資産評価を行う上では重要になる．資産

評価はこれらが散在していると精緻化を図る

ことができない．その意味で，資産評価の精緻

化は道路の情報管理を統合していなければで

きないことである．資産評価の精緻化が，デー

タ間の関連づけを促し，結果として道路管理の

情報を統合する役目になると考えられる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


